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要約 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

背景 

近年、欧米においては、企業の市場価値に対する知的財産を始めとする無形資産が占

める割合が非常に大きく、知財・無形資産が競争力の源泉としてより重要な経営資源と

なっている。一方、日本国内においては、依然として無形資産への投資よりも有形資産

への投資が重視されているが、今後、激しい国際競争を勝ち抜いていくためには、日本

企業による知財・無形資産の投資、活用を促していくことが急務となっている。 

公開情報調査 
書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインター

ネット情報等を利用して、知財ミックスに取り組んでいる国内・海外の企業等に関す

る文献等を調査、整理及び分析し、調査研究及び事例集作成のための基礎情報として

まとめた。 

 

国内ヒアリング調査 

国内ヒアリング調査にあたりヒアリン

グ調査対象候補を 84 者提案し、その中か

ら 25 者を選定してヒアリング調査を実施

し、その結果をとりまとめた。 

まとめ 
公開情報調査、国内及び海外ヒアリング調査、及び委員会等による検討を実施し、

これらの結果に基づいて、知的財産を複合的かつ有機的に保護・活用することの効果

の把握、製品・サービスの差別化を図り、顧客価値を創造した成功事例の収集を行い、

まとめた。また「企業価値向上に資する知的財産活用事例集－無形資産を活用した経

営戦略の実践に向けて－」の作成を行った。 

海外ヒアリング調査 

海外ヒアリング調査にあたりヒアリン

グ調査対象候補を 16 者提案し、その中か

ら 5 者を選定してヒアリング調査を実施

し、その結果をとりまとめた。 

目的 
顧客価値を創造し、自社競争力を最大化させる知的財産の活用方法を見出すこと。 

委員会による検討 
専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 6 名（内 1 名は委員長）で構成され

る委員会を設置し、3 回にわたって議論を行った。 

事例集作成 
上記調査結果及び検討を踏まえ、「企業価値向上に資する知的財産活用事例集－無形

資産を活用した経営戦略の実践に向けて－」を作成した。 
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はじめに 
 

近年、欧米においては、企業の市場価値に対する知的財産を始めとする無形資産が占め

る割合が非常に大きく、知財・無形資産*が競争力の源泉としてより重要な経営資源となっ

ている。一方、日本国内においては、依然として無形資産への投資よりも有形資産への投

資が重視されているが、今後、激しい国際競争を勝ち抜いていくためには、日本企業によ

る知財・無形資産の投資、活用を促していくことが急務となっている。 

また、持続可能な開発目標（SDGs）やデジタルトランスフォーメーション（DX）など、

新たに生じている社会的な課題に対応するためにも、企業が知財・無形資産に投資、活用

することは不可欠である。2021年6月にはコーポレートガバナンス・コードが改訂され、上

場企業は知財投資についての開示や取締役会による実効的な監督を行うことが求められて

いる。 

このように、知財・無形資産への投資やその活用、情報開示の必要性が高まっているも

のの、これまでの調査活動で得られた知見から、以下のような課題を有する企業が相当程

度存在しているものと推察される。 

① 知財部門と経営層やその他の複数の部門との連携が十分に取れていない、 

② 経営層や投資家・ステークホルダーに対して、知財・無形資産がどのように競争力強

化に寄与しているのかについて十分に説明ができていない、 

③ 将来の企業価値の創造に知財がどのように貢献しうるのかといった観点を踏まえて

知財戦略を構築できていない。 

そこで、本調査研究においては、顧客価値を創造し、自社競争力を最大化させる知的財

産の活用方法を見出すことを目的として、①知的財産を複合的かつ有機的に保護・活用す

ること（以下、「知財ミックス」という。）の効果の把握（知的財産が経営・事業にどのよ

うに寄与しているのかといった観点を踏まえる）、②知的財産を活用することにより製品・

サービスの差別化を図り、顧客価値を創造した成功事例の収集（他部門との連携の観点を

踏まえる）等の調査を行うこととする。また、企業の具体的な事業に関連して、以下を中

心にヒアリング調査を実施し、その結果を事例集及び報告書の形にして、実態や課題、成

功事例等の共有を図るものである。 

（ア）経営・事業における社会的・全社的課題への対応シナリオ 

（イ）経営・事業における、顧客価値の創造や競争力強化の成功事例・成功要因、計画 

（ウ）経営・事業における知財・無形資産の役割や貢献度と、知財部門の経営や事業へ

の関わり方、及び社内の連携・コミュニケーションの実態 

（エ）事業及び関連する知財・無形資産におけるコーポレートガバナンス・コード改訂

 
∗ 本調査における知財・無形資産とは、知的財産権のみならず、人的資産、経営理念やブランド、ノウハウ、データ等

も幅広く含めたものと定義しております。 



 

 

等による外部への情報開示の取組状況 
 

本調査研究によって得られた各社の事例等が、国内企業の今後の一層の知財活用につな

がる参考情報となり、さらには産業界の国際競争力の強化につながれば幸いである。 
 

最後に、本調査研究の遂行に当たり、国内／海外ヒアリング調査にご協力いただいた国

内／海外企業、委員会メンバー、有識者等の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝

申し上げる次第である。 

 

令和4年3月 

一般財団法人知的財産研究教育財団 

知的財産研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

目次 

 

要約 

委員会名簿 

はじめに 

 

Ⅰ．本調査研究の背景・目的 ........................................................................................................ 1 

Ⅱ．調査研究内容及び調査実施方法 ........................................................................................... 4 

１．公開情報調査 ...................................................................................................................... 4 

２．国内ヒアリング調査 .......................................................................................................... 4 

３．海外ヒアリング調査 .......................................................................................................... 4 

４．委員会による検討 .............................................................................................................. 4 

（１）委員会の設置 .............................................................................................................. 4 

（２）委員会の開催 .............................................................................................................. 5 

５．事例集の作成 ...................................................................................................................... 5 

Ⅲ．調査結果 .................................................................................................................................. 6 

１．公開情報調査結果 .............................................................................................................. 6 

（１）主な調査国 .................................................................................................................. 6 

（２）主な調査項目 .............................................................................................................. 6 

（３）調査結果 ...................................................................................................................... 6 

２．国内ヒアリング調査結果 .................................................................................................. 8 

（１）ヒアリング先企業の決定 .......................................................................................... 8 

（２）説明資料及びヒアリング調査項目の作成 .............................................................. 8 

（３）ヒアリング調査の実施 .............................................................................................. 8 

（４）ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 .............................................................. 9 

３．海外ヒアリング調査結果 ................................................................................................ 11 

（１）ヒアリング先企業の決定 ........................................................................................ 11 

（２）説明資料及びヒアリング調査項目の作成 ............................................................ 11 

（３）ヒアリング調査の実施 ............................................................................................ 11 

（４）ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 ............................................................ 11 

４．委員会での議論 ................................................................................................................ 18 

（１）第 1 回：令和 3 年 10 月 5 日 .................................................................................. 18 

（２）第 2 回：令和 4 年 1 月 11 日 .................................................................................. 19 

（３）第 3 回：令和 4 年 2 月 24 日 .................................................................................. 22 



 

 

５．事例集 ................................................................................................................................ 23 

（１）事例集の概要 ............................................................................................................ 23 

Ⅳ．まとめ ................................................................................................................................... 25 

資料編 ............................................................................................................................................ 27 

資料 1 ............................................................................................................................................. 29 

資料 2 ............................................................................................................................................. 87 

［１］事業戦略と連動した知財ミックスの実態に関する調査 ........................................ 89 

［２］知財ミックスを実践する企業に関する調査 .......................................................... 100 

（１）日本の大企業 .......................................................................................................... 100 

（２）日本の中小企業 ...................................................................................................... 110 

（３）欧州の企業 .............................................................................................................. 117 

（４）米国の企業 .............................................................................................................. 121 

（５）アジアの企業 .......................................................................................................... 126 

資料 3 ........................................................................................................................................... 129 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

-1- 

Ⅰ．本調査研究の背景・目的 

「知的財産立国」実現を標榜して 2002 年 7 月に策定された「知財戦略大綱」の見出しに

は、「経営者の意識向上と戦略的な特許取得の活用」（第 3 章３．（２）①）が掲げられてい

る。それからすでに約 20 年が経過し、知的財産を経営に活かして新たな価値を創出する企

業も見られている。特許庁は、このような企業の知財戦略などを調査し、過去 3 年にわた

り事例集を毎年発行してきた。 

しかし、「経営に資する知財マネジメントの実態に関する調査研究報告書」（令和 2 年 3

月特許庁）によるアンケート結果では、約 3 分の 1 の者が、所属する企業には知財担当役

員がいないと回答している。また、経営層が知財を重視していない、知財が経営に貢献し

ていないと回答した者が所属する企業の割合はそれぞれ約 4 分の 1、経営と知財部門とで

情報共有できていないと回答した者が所属する企業の割合は約 4 割となっている。知的財

産を活用した企業経営について、まだ十分に浸透していない状況にある。 
 
【特許庁「経営における知的財産戦略事例集」の普及に向けた経営・知的財産戦略フォーラム

（東京・名古屋・大阪）の参加者のうち企業関係者に対するアンケート調査結果】 

出典：令和 2 年 3 月特許庁「経営に資する知財マネジメントの実態に関する調査研究報告書」 

 

一方、近年では、デジタルトランスフォーメーション（DX）や、持続可能な社会の実現

に向けて、マクロの視点での知財・無形資産を活用した経営の実践が求められている。欧

米では企業価値の源泉が有形資産から知的財産を含む無形資産に移ってきており、投資家
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も無形資産投資を重視している。しかし、日本企業は欧米企業と比べて無形資産への投資

に消極的で、企業価値における無形資産の割合も低い。すなわち、日本企業は知財・無形

資産の投資・活用において、海外企業に後れを取っている状況にある。また、製造コスト

の何倍の価格で販売できているかを示す指標である「マークアップ率」を高めるためには、

知的財産権やブランド力が重要になる傾向があるが、これも欧米に比較して日本は低迷し

ている。 
【日米の有形・無形資産投資の比較】 

【米国】                   【日本】 

出典：2020 年通商白書 

 

 

 

                 
 
※「マークアップ率」とは、分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍の価格で

販売できているかを見るもの。この値が１のとき、販売価格はちょうど費用を賄う分だけを捻出していることになる。 

出典：「成長戦略実行計画」（令和3年6月18日） 

 

こうした中、2021 年 6 月にコーポレートガバナンス・コードが改訂され、上場企業は

知財投資の情報開示やそれに対する取締役会による監督が求められるようになった。さら

に、コーポレートガバナンス・コード改訂を受けて 2022 年 1 月には「知財・無形資産の

先進国企業のマークアップ率の推移 

企業のマークアップ率（倍） 

（年） 
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投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン（略称：知財・無形資産ガバ

ナンスガイドライン）Ver 1.0」が策定された。知財・無形資産の投資や活用により企業価

値を向上させ、さらなる投資資金の獲得につなげるという好循環を実現することは、喫緊

の課題となっている。 

知財・無形資産を活用した経営の実践や経営層の意識向上という課題に対し、コーポレ

ートガバナンス・コードの改訂及び DX や持続可能な社会の実現に対する機運の高まり

は、経営層と知財部門との距離を近づける契機になっている。しかしながら、経営層が知

財部門を活用して頼りにし、知財部門が経営層に働きかけができるようなところにまで、

企業内風土を昇華させることは容易ではない。 

このような背景から、顧客価値を創造し、自社競争力を最大化させる知的財産の活用方

法を見出すことを目的として、①知的財産を複合的かつ有機的に保護・活用すること（以

下、「知財ミックス」という。）の効果の把握（知的財産が経営・事業にどのように寄与し

ているのかといった観点を踏まえる）、②知的財産を活用することにより製品・サービス

の差別化を図り、顧客価値を創造した成功事例の収集（他部門との連携の観点を踏まえ

る）などの調査を行うこととする。また、企業の具体的な事業に関連して、以下を中心に

ヒアリング調査を実施し、その結果を事例集及び報告書の形にして、実態や課題、成功事

例等の共有を図るものである。 

（ア）経営・事業における社会的・全社的課題への対応シナリオ 

（イ）経営・事業における、顧客価値の創造や競争力強化の成功事例・成功要因、計画 

（ウ）経営・事業における知財・無形資産の役割や貢献度と、知財部門の経営や事業へ

の関わり方、及び社内の連携・コミュニケーションの実態 

（エ）事業及び関連する知財・無形資産におけるコーポレートガバナンス・コード改訂

等による外部への情報開示の取組状況 
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Ⅱ．調査研究内容及び調査実施方法 

１．公開情報調査 

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネ

ット情報などを利用して、知財ミックスに取り組んでいる国内・海外の企業等に関する文

献など（海外の文献などを含む。）を調査、整理及び分析し、ヒアリング調査、委員会資料

作成、調査研究報告書及び事例集「企業価値向上に資する知的財産活用事例集－無形資産

を活用した経営戦略の実践に向けて－」の作成のための基礎情報としてまとめた。 

 

２．国内ヒアリング調査 

知的財産を活用し、顧客価値を創造し、自社競争力を最大化する取組を行っている国内

25 者以上の企業に対して、ヒアリング対象候補の選定を行い、説明資料及びヒアリング調

査項目を作成し、ヒアリング調査を実施し、その結果をとりまとめた。 

 

３．海外ヒアリング調査 

知的財産を活用し、顧客価値を創造し、自社競争力を最大化する取組を行っている 5 者

以上の海外企業に対して、ヒアリング対象候補の選定を行い、説明資料及びヒアリング調

査項目を作成し、ヒアリング調査を実施し、その結果をとりまとめた。 

 

４．委員会による検討 

（１）委員会の設置 

専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 6 名（内 1 名は委員長）で構成される委

員会を設置した。 
 

委員長 

加藤 浩一郎   金沢工業大学虎ノ門大学院 教授 
 

委員 

阿部 剛士    横河電機株式会社 マーケティング本部 本部長 

荒木 充     株式会社ブリヂストン 知的財産部門 部門長 
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加賀谷 哲之   一橋大学 商学部 教授 

小林 誠     株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役 CEO 

松島 憲之    SESSA パートナーズ株式会社チーフアドバイザー／ 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング委嘱アドバイザー 

（敬称略、五十音順） 

 

（２）委員会の開催 

委員会は全 3 回開催した。各回において以下の内容を検討した。 

・第 1 回：令和 3 年 10 月 5 日 

調査研究の趣旨・概要の説明と質疑・討議、公開情報調査報告、ヒアリング調査（案）

の説明と質疑・討議 

・第 2 回：令和 4 年 1 月 11 日 

事例集作成イメージ（案）の説明と質疑・討議、ヒアリング調査の中間報告、事例集構

成（案）・事例（案）4 者の説明と質疑・討議、報告書骨子（案）の説明と質疑・討議 

・第 3 回：令和 4 年 2 月 24 日 

事例集・報告書のとりまとめの説明と質疑・討議、ヒアリング調査の報告、事例集（案）

の説明と質疑・討議、報告書（案）の説明と質疑・討議 

 

５．事例集の作成 

公開情報調査、委員会での議論、ヒアリング調査の結果を踏まえ、「企業価値向上に資す

る知的財産活用事例集－無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて－」を作成した。 
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Ⅲ．調査結果 

１．公開情報調査結果 

知財活動に注力する企業を中心にしてヒアリング先候補企業を見出すため、書籍、論文、

判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報などを

利用して、知財ミックスに取り組んでいる国内・海外の企業などに関する文献など（海外

の文献などを含む。）を調査、整理及び分析し、ヒアリング調査、委員会資料作成、調査研

究報告書及び「企業価値向上に資する知的財産活用事例集－無形資産を活用した経営戦略

の実践に向けて－」作成のための基礎情報としてまとめた。主な調査国及び調査項目、調

査結果は以下のとおりである。 

 

（１）主な調査国 

日本、米国、ドイツ、イギリス、中国、韓国 

 

（２）主な調査項目 

以下の点に着目して、企業などにおける知財ミックスの活用の実態を調査した。 

① 知財ミックスに関する知財戦略立案時の課題及び解決策 

② 知財ミックスに関する知財戦略実行時の課題及び解決策 

③ 知財ミックスの効果 

④ 各法における保護範囲の整理 

 

（３）調査結果 

（ⅰ）知財ミックスに関する知財戦略立案時・実行時の課題及び解決策と知財ミックスの

効果 

前記（２）①～③について、資料 2［1］に各調査文献（#1－#11）の要旨と事例を示すと

おり、国内 8 件（内、中国に関する論文 1 件）、欧州 2 件、米国 1 件から、事業戦略と連動

した知財ミックスの実態に関する情報が得られた。 

これらの情報には、日本を含む各国において、特許と意匠の併用（#1、#7）、意匠と商標

の併用（#2、#7、#10、#11）、特許・実用新案と意匠の併用（#3）が各事業体で実践されて

いることが示されている。また、意匠を中心に見たビジネス形態（B to B や B to C など）
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ごとの知財ミックス活用の実態や（#4）、中国における特許・実用新案と意匠の使い分け（#5）、

デザイン保護における意匠と特許・商標・著作権の活用（#6）などに関する文献からも情

報が得られ、これらの文献では、事例をもとにした知財ミックス戦略の課題・解決策や効

果等が示されている。 

さらに、経営学の立場で捉えた「知財ミックスの定義」（#8）、EU 企業における知財ミッ

クス（IP Bundle）の活用状況の統計分析（#9）などは、知財ミックスの各企業及び各国に

おける知財戦略の立案・実行における意義付けや、知財ミックス活用の実態を俯瞰するも

のとして参考になる。 

また、資料 2［2］では、様々な資料から知財ミックスを実践する企業に関する情報をま

とめている。日本の大企業 48 件、日本の中小企業 30 件、欧州企業 23 件、米国企業 21 件、

中国、韓国などのアジア企業 5 件の事例を抽出し、企業名、業種、対象商品・サービス、

特許・意匠・商標の活用、知財ミックス戦略の内容、戦略の課題・解決策をそれぞれ整理

しており、各々の立場に応じて参考にされたい。 
 

（ⅱ）各法における保護範囲の整理 

前記（２）④について、（ⅰ）の調査結果を踏まえ、知財ミックスの観点から特許・意匠・

商標の各法における保護範囲について以下の図で整理を行った。特許法・意匠法・商標法

などの各々の保護範囲についての説明は、それぞれの条文や、解説書などに譲り、ここで

は特に各法の重複部分について知財戦略の側面から整理を行った。 

特許法と意匠法との重複使用では、製品の技術の側面とデザインの側面からそれぞれの

法の保護範囲で重複して保護を行い、保護機能を強化して模倣対策とする事例が複数認め

られている。資料 2［1］の#1、#3、#5 などの効果に関する考察や留意点などが示されてい

る。 

意匠法と商標法との重複使用では、製品のデザインの側面とブランド価値の側面とから、

それぞれの法の保護範囲で重複して保護を行うことにより、意匠権満了後も継続して立体

商標で保護する事例が複数認められた。その際には識別力が重視され、戦略的かつ計画的

な宣伝などが重要である。（資料 2［1］ #2、#4、#6、#7、#11） 

特許法と商標法との重複使用では、技術の側面と、当該技術にネーミングすることでブ

ランド価値を持たせることにより相乗的に保護範囲を拡大する事例が複数認められた。 

（資料 2［2］（2）#27-29） 

このような実績を有する企業は知財ミックスに対する意識も高いと推測されることから、

ヒアリング対象企業を選定する際の有効な情報の 1 つとした。 
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２．国内ヒアリング調査結果 

（１）ヒアリング先企業の決定 

国内ヒアリング調査にあたりヒアリング調査対象候補を 84 者提案し、その中から 25 者

を選定してヒアリング調査を実施した。対象候補は、知的財産を活用し、顧客価値を創造

し、自社競争力を最大化する取組を行っている企業とし、業種や知財部門の規模に偏りの

ないように選定した。 
 

（２）説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

ヒアリング先企業に対して、本調査研究の趣旨と目的を説明する資料を作成し、ヒアリ

ングへの協力を要請した。また本調査研究の目的に照らして、必要な情報を収集できるよ

うなヒアリング調査項目を作成した。 
 

（３）ヒアリング調査の実施 

ヒアリング前にヒアリング先企業の事業戦略や知財戦略について調査した。具体的には、

公開されている事業戦略、IR 情報、アニュアルレポート、サスティナビリティレポートか

らの情報収集、商用データベースなどから当該企業及び当該企業の競合企業の定量的なデ

ータ（売上高、営業利益率、自己資本利益率、産業財産権の出願・取得件数など）を取得

した。また、事業戦略上で重要であったと推測される産業財産権についても調査し、調査

結果をまとめた。 

上記の結果をもとに、ヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上記（２）
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の説明資料及びヒアリング調査項目にもとづいてヒアリング調査を実施した。 
 

（４）ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査の結果について、議事録を作成した。ヒアリング調査結果を整理・分析

し、整理・分析した結果を以下のとおり取りまとめた。 

 

（ⅰ）「経営上の課題／中長期的な事業の方向性」 及び 「成長戦略の事例」のまとめ 

事例ごとに、現状（As is）やありたい姿（To be）、As is から To be への移行のための事業

戦略は多種多様である。その中で比較的共通している事例を、以下の①から⑥にまとめた。 

① サービスやソリューション事業を展開する事例 

従来のモノの製造、販売から、ソリューションを提供し、顧客に対して継続的にサービ

スを行う事業への転換を目指す事例が多数あった。このようなソリューション事業は、AI

やデータを活用した事例に多かった。 

 

② 事業ポートフォリオを転換する事例 

社会課題に取り組むため、モノ・コトに限らず、製品群や分野などの事業ポートフォリ

オの転換や新分野への参入を図る企業も複数取り上げられている。 
 

③ オープンイノベーションを活用した事例 

社会課題の解決手段を広く展開するため、共創を促進し、エコシステムの構築を目指す

戦略が各社で採用されている。 

 

④ デジタルトランスフォーメーションに関する事例 

人の孤独を癒す家族型ロボット、自動運転の実現に向けた 3D 地図事業、交通監視に AI

を活用、航空機のタイヤの交換時期を AI での判定、医療のデジタル化による医療サポー

ト、漁獲物の選別を AI で行う事例など多様な活用事例がある。 
 

⑤ カーボンニュートラルに貢献する事例 

航空機のタイヤ交換の効率化による CO ₂削減、バイオディーゼル燃料やバイオジェッ

ト燃料事業、電動車両向けの技術でカーボンニュートラルに向けた事業などの事例がある。 

 

⑥ その他、SDGs などに貢献する事例 

iPS 細胞を効率的に培養する培地の開発、イベントを通じた地方創生への貢献、廃棄され
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る米の籾殻（もみがら）を原料として利用することで、余剰バイオマスの削減、食品ロス

削減、少子高齢化や労働人口の減少に対応したドローンによるサービス提供のためのプラ

ットフォーム事業、タッチレス水栓により節水への貢献、及び、途上国での衛生課題の解

決の取組などの事例がある。 
 

（ⅱ）「成長戦略の事例における知財戦略」のまとめ 

各事例における知財戦略を概観すると、①知的財産の活用戦略（知財ミックス戦略 、ブ

ランド戦略、オープン・クローズ戦略 、データ/AI での知財戦略）と②知的財産に関する

組織・プロセス（知財部門と他部門との連携、グローバルな連携）に類型化できる。 
 

（ⅲ）「知財部門と経営層とのコミュニケーション」のまとめ 

知的財産を活用した経営を行うには、経営層と知財部門との十分なコミュニケーション

が求められる。各事例において、知財部門と経営層とのコミュニケーションについて、①

IP ランドスケープを活用したコミュニケーション、②経営層と知財部門との定常的なコミ

ュニケーション、③中小企業・ベンチャー・スタートアップでの経営層と知財担当者との

コミュニケーションの３つにまとめた。 

 

（ⅳ）「知財戦略のステークホルダーへの開示」のまとめ 

知財戦略のステークホルダーへの開示方法の主なものは、①IR 資料などでの開示、②知

的財産戦略などの紹介のためのホームページでの開示であった。③中小企業、ベンチャー、

スタートアップにおける取組として主なものは、海外向け事業に焦点をあててホームペー

ジ上で保有する特許数などを公開する例や、資金調達などの目的で投資家や金融機関向け

に知的財産への取組や保有権利数など、ステークホルダーへの知財情報の提供を重視した

活動が複数見られた。 

 

今後、企業価値向上に向けて知的財産に関する開示がさらに進むことが期待される。 
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３．海外ヒアリング調査結果 

（１）ヒアリング先企業の決定 

海外ヒアリング調査にあたりヒアリング調査対象候補を 16 者提案し、その中から 5 者を

選定してヒアリング調査を実施した。対象候補は、知的財産を活用し、顧客価値を創造し、

自社競争力を最大化する取組を行っている企業とした。 
 

（２）説明資料及びヒアリング調査項目の作成 

ヒアリング先企業に対して、本調査研究の趣旨と目的を説明する資料を作成し、ヒアリ

ングへの協力を要請した。また本調査研究の目的に照らして、必要な情報を収集可能なヒ

アリング調査項目を作成した。 
 

（３）ヒアリング調査の実施 

ヒアリング前にヒアリング先企業の事業戦略や知財戦略について調査した。具体的には、

公開されている事業戦略、IR 情報、アニュアルレポート、サスティナビリティレポートか

らの情報収集、商用データベースなどから当該企業及び当該企業の競合企業の定量的なデ

ータ（売上高、営業利益率、自己資本利益率、産業財産権の出願・取得件数など）を取得

した。また、事業戦略上で重要であったと推測される産業財産権についても調査し、調査

結果をまとめた。ヒアリング先企業に対してヒアリングの事前調整を行い、上記（２）の

説明資料及びヒアリング調査項目にもとづいてヒアリング調査を実施した。 

 

（４）ヒアリング調査結果の報告・整理・分析 

ヒアリング調査を実施した企業のそれぞれについて、以下にヒアリング内容の概要をと

りまとめて報告する 1。 
 

 

 

 
1 ヒアリング内容の概要については、ヒアリング調査を実施した企業 5 者のうち、掲載許諾がとれた者のみ掲載した。 
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（ⅰ）Qualcomm Inc. （米国 半導体） 

同社では、ライセンシング事業と半導体製品事業が 2 つの重要なビジネスである。 

ライセンシング事業の重要な役割は、CDMA、LTE、次世代 5G などの無線システムの標

準技術開発であり、これを特許化して、多数の事業者にライセンシングを行う。対象技術

は半導体技術にとどまらず、アンテナや基地局、ネットワーク機器などに広く用いられる

無線システムの基盤技術である。半導体製品事業では半導体チップそのものが製品となり、

これも同社の特許で保護される。同社はファブレスで事業を行うが、ここでも知的財産は

非常に重要である。ライセンシング事業の収益と、半導体製品事業の収益は約 1：2 の割合

である。 

このような同社の社会貢献は、半導体チップに限らず、同社が開発するセルラー技術に

よる経済的な価値や環境的な価値の提供に及ぶ。郊外の有線化が遅れているラストマイル

の接続を無線技術で行い、ブロードバンドサービスを低コストで提供可能としている。環

境への貢献も大きく、同社の分析によれば、自動車の温暖化ガスの排出量削減や、水の使

用量削減、殺虫剤の使用量削減などにも効果が及ぶ。 

同社の総社員数の約 42,000 人のうち、3 分の 2 がエンジニアであり、その多くが研究開

発に携わる。また、知財部門の特許弁護士などの人員は約 200 名である。同社の法務部門

は、出願権利化や知財戦略に携わる IP グループ、訴訟グループ、ライセンシンググループ

の大きく 3 つに分かれている。知財戦略の検討の際、同社の技術で対応できる市場がある

かという観点で特許情報の分析を行っている。その技術分野における発明者の人数や研究

開発を行っている企業の数を分析し、飽和状態であれば研究開発にかける労力を他の技術

分野に振り向けるべき、ということを研究開発部門に提案している。ただ、研究開発部門

は様々な情報を用いて研究開発の方向性を検討しており、知財情報はあくまでもそのうち

の一つという位置づけである。知財部門から情報提供を行うが、それだけで研究開発の方

向性が決まるものではない。 

また、外部からの特許ポートフォリオの購入にあたっては、法務と技術の面の専門家が

クレームチャート分析を行った上で評価を行い、経営方針に合わせて判断を行う。特許の

質は、定量的な指標での評価は難しいため、クレームをしっかりと読んで分析している。

テキストマイニングなど、IP ランドスケープの分析手法は、特許の件数などの定量的な評

価には役立つが、質の評価は難しい。 

特許の方向性は、会社全体の方向性と合致しなければならない。法務部門のトップは経

営層に属する General Counsel であり、経営層との密接な連携のために、知財部門は General 

Counsel と定期的にミーティングを行っている。その他の経営層に対しては、General Counsel

から必要に応じて報告がされている。 

同社のように大きな事業規模の企業においては、特許ポートフォリオの提示などによる
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投資家への訴求は必要無いと考えているが、投資家の関心事項であるライセンシングの収

益やその予測については、投資家にアピールしている。 

 

（ⅱ）Sanofi S.A. （欧州 医薬） 

同社では、「科学のもたらす奇跡で人々の生活を改善する（“The miracles of science to 

improve people’s lives”）」ことを追求しており、知的財産の力は科学の力を強化し、医療の

イノベーションを起こすために重要であると考えている。知財権による保護は、新たな発

見や新たな治療法及びワクチンの開発、さらにそのための投資にとって大きなインセンテ

ィブになっている。特許文献を通じて新たな発見・技術が世の中に広く発信されていくこ

とでさらなるイノベーションが促進されるという特許制度の趣旨に鑑みて、イノベーショ

ン及び特許文献による開示に報いる強い知的財産システムが、製薬業界におけるイノベー

ションのインセンティブとなって、人々の生活の改善をもたらすと考えている。 

同社は、2022 年 2 月初旬にグループのブランドとロゴを刷新、統一した。同社は、Sanofi

のワクチン部門である Sanofi パスツールでワクチンを開発するなど、従来より多岐にわた

る社会貢献を行ってきているものの、Sanofi という一つのアイデンティティのもとで目的

を共有しつつ様々な貢献を行っているという認識が十分に世間に浸透していないという状

況を鑑み、今回のブランドとロゴの刷新・統一に至った。このことで、同社の様々な活動

及び貢献が Sanofi という一つのブランドのもとに行われているということが一層周知され

ることを期待している。 

同社は、ここ 10 年程の間にグループ各社の研究開発や製造部門の統合を進め、知財部門

も統合されてきた。例えば、同社のワクチンやスペシャルティケアなどの事業における知

財業務は、かつてはそれぞれの事業部門の法務統括責任者（General Counsel）下で行われて

いたが、現在は Chief IP Counsel（Head of Global IP）の下に一つの知財部門として統合され

知財業務を行っている。この知財部門の統合により、例えば mRNA などの各分野に共通し

て利用可能なプラットフォーム技術についても、統合的戦略のもとに強い知財保護の確立

がより容易になった。それと同時に、プラットフォーム技術のイノベーションを包括的に

把握し、より効果的に知的財産により保護することが可能となった。さらに、各知財担当

者が Chief IP Counsel と協議をすることで、それぞれが担当する事業部門に対して、知的財

産の位置づけや方針を伝えて遂行させる形となり、知的財産の出願、権利化、係争処理、

及び事業に関する助言などのあらゆる知財業務において、一貫性のある対応ができるよう

になった。これにより、例えば他社との協議においても、一つの Sanofi（“One Sanofi”）と

してより有効で強い主張が可能となる。 

MS Teams などの IT 技術を活用して、同社の知的財産に関するポリシー、ガイドライン、

手順書などを、世界各国にいる知財部員全員が効率的に共有して、会社全体の活動や方針
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を意識して行動する土台が出来上がっている。 

競合他社やパートナ企業の知的財産については、常に調査・モニタリングを行っており、

調査結果は研究開発部門や事業部門などと常に共有し、重要度に応じて経営層とも共有し

ている。各事業部門のトップや CFO、CSO を含むコーポレート部門レベルにおいても、各

情報の重要性に応じて常に情報共有し議論している。各製品の LOE（Loss of Exclusivity：

排他性喪失）や新発明についての特許戦略などの様々な議題で経営層と日常的に討議して

いる。また、四半期ごとや 1 年に一度の事業部門との知財戦略に関わる定期ミーティング

も実施している。 

知財部門は、社内の科学者から常に技術文献の調査を定期的に依頼されている。特許公

報・出願公開の情報は科学者にとって重要である。社内の科学者も調査ツールにアクセス

できるが、知財部門にも知財文献や論文調査などを行う部隊を設けて、科学者を支援して

いる。PatentSightⓇやその他のデータベースもツールとして用いているが、これらのツール

は特許の公開情報をベースにしているため、発明や技術革新にかかる新規特許出願とその

公開にはタイムラグがあり、イノベーションに必要な最新の情報を得るには不十分である。

製薬業界は、イノベーションへの依存度が大きいため、論文情報が不可欠かつ有意義であ

る。また、デューデリジェンスや、FTO（Freedom to Operate:クリアランス）の調査も、他

社の知的財産を尊重する立場から当然実施している。同社の知財部門は迅速に最適な情報

を収集・提供している。 

加えて、INTERPAT などの業界団体に参加し積極的に活動しているが、知財部門の規模、

出願傾向、及び出願数をはじめとする種々の情報を他社と共有している。競合する他社と

の情報共有や協力は、世界の医療の進歩に貢献するための知財制度及び知財環境を構築す

るために重要である。 

ステークホルダーへの知財活動や知財戦略の開示については、上場企業として投資に関

連するリスク開示が義務であり、少なくとも四半期に一度、監査人や外部のステークホル

ダーと面談し、また、20-F（有価証券に関連する知財関係のリスクを開示する登録届出書）

などの開示資料を適切に取りまとめ、投資家などに公開している。重要な情報に関しては、

場合によりパートナ企業に協力してプレスリリースを実施している。 

 

（ⅲ）Koninklijke Philips N.V.（Royal Philips ）（欧州 医療機器） 

同社の知財部門(IP&S: Intellectual Property & Standards)は、同社の知財ポートフォリオを

評価するために知的財産の価値モデルを作り上げ、この価値モデルを活用して、同社の競

争力強化を図っている。価値モデルには以下の 4 つがある。 

① 排他性のモデル：知的財産を排他的に活用し、市場における独占的な位置づけを築く。
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例えば、消費財のルックアンドフィール 2における知的財産は、主に個人の健康管理の

領域で活用しており、診断・治療などのヘルスケア製品の UI3などでも重要になってき

ている。 

② 防衛のモデル／損害緩和のモデル：知的財産を防衛的に用い、他社の知的財産による制

限を無くし、または他社から課せられる法的責任を軽減する。例えば、技術的ソリュー

ションが競合他社と重複する場合に、最も重要な点は競合他社の知的財産や技術を回

避できる解を見出すことであるが、それ以外に、第三者の知的財産を取得したり、競合

他社が興味を持ちそうな自社の知的財産を獲得することで、競合他社との交渉を有利

にすることが可能となる。事業部門は競合他社に関して深い知見を持っており、知財部

門は事業部門と緊密に連携することで、競合他社が関心を持つような知的財産を獲得

することを目指している。 

③ コマーシャルモデル：知的財産を積極的に活用し、第三者から収益や収益以外のメリッ

トを得る。例えば、ブランドや特許のライセンシング活動を実施している。また、業界

の標準化活動への参加は重要であり、これにより標準必須特許を獲得することがライ

センシングプログラムの出発点となり得る。知財部門は事業部門と協議して、各事業の

排他性や防衛のため構築した知財ポートフォリオを、機会があればライセンシングし

ている。 

④ 営業秘密：特許出願ではなく営業秘密として管理することも重要である。事業部門に対

して知的財産のオープン・クローズに関する助言を実施している。各事業部門に対する

助言は、知財部門の各ユニットに属する IP ビジネスパートナーが行っている。 

 

＜組織と連携＞ 

同社には主に 4 つの事業領域がある。知財部門長は同社の取締役会の Chief Legal Counsel

の配下におり、知財部門の Healthtech Unit は、これらの事業領域に対応する各部門（以下、

ビジネスクラスターと表記）をサポートするため、ビジネスクラスターのヘッドと緊密に

連携している。また、ビジネスクラスターには、IP ビジネスパートナーという事業部門の

担当者が事業規模に応じて数名程度配置されている。 

知財部門には Healthtech Unit の他に、特許ライセンシングを取り扱う部門、ブランドライ

センシングを取り扱う部門がある。 

 

 

 

 
 

2 ソフトウェアなどの表示や操作が利用者に与える印象の総体。 
3 ユーザー・インターフェース 
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（同社の事業領域）4 

 
 

＜他社の特許調査について：IP ランドスケープなど＞ 

事業部門や研究開発部門に対して IP ランドスケープの結果や知財ポートフォリオの情

報を提供している。事業部門に設置されている IP アナリストチームが情報を収集、評価し

て、他社の特許取得活動の分析などの IP ランドスケープを行っている。IP アナリストチー

ムは弁理士や IP ビジネスパートナーとともに、分析結果にもとづいて事業部門や研究開発

部門に対して助言を行っている。事業部門や研究開発部門に対しては、基本的には、1）競

合のロードマップの予測、2）リスクに関する情報提供の２種類の助言を行っている。1)に

ついては研究開発部門の活動を助けるため、競合他社がどのようなイノベーションに取組

んでいるかを予測して情報を提供し、研究開発の進め方や方向性についての助言を行って

いる。2)については、競合他社が自社の事業と関連の深い特許を取得した場合、事業部門に

情報を提供し、リスク対策の検討を行う。 

また、IP ランドスケープにより、取得したい他社特許を探索するとともに、競合他社が

関心を持ちそうな自社の知財ポートフォリオを見出すヒントを得ている。 

IP ランドスケープの実行のためには、各種ツールにより、商業ベースのサービスプロバイ

ダの情報や、各国の特許庁の公報などを収集して活用している。 
 

＜経営層とのコミュニケーション＞ 

同社の知財部門は、1921 年に設立され以来、経営レベルの判断に貢献してきた経緯があ

り、経営層とのコミュニケーションは最も重視されている。 

経営層に対しても IP ランドスケープの結果にもとづいて情報を提供し、さらに、収集した

 
4 https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-

English.pdf?v=20220225104533  15 頁［最終アクセス日 2022 年 3 月 17 日］ 

https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-English.pdf?v=20220225104533
https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-English.pdf?v=20220225104533
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情報にもとづいてクロスライセンスの可能性、M&A、事業売却、標準化の方向性などにつ

いて知的財産の観点から助言を行っている。最近ではデジタル化やソフトウェアへの移行

が進み、ソフトウェアや AI に関連した発明が増えており、経営層もこれらの分野で競合他

社の動きに関心を持っている。競合他社の出願傾向や、競合の防衛戦略について報告して

いる。 

経営層からは定常的に助言を求められている。例えば M&A の検討の早期の段階から、

候補企業について助言を求めてくる。M&A のプロジェクトが進展すると、知財部門は M&A

による機会の評価、候補企業の知財ポートフォリオ評価、知財リスク評価など、全てのプ

ロセスにわたりサポートし、助言を行う。技術の重心がソフトウェアやサービスへ移行さ

れる中で、パートナーシップや M＆A などの機会が増加する傾向にある。 

Philips における経営層と知財部門のコミュニケーションは製品開発や M&A などの多岐に

わたり、製品開発については、研究開発、製品開発、製造、上市の段階的な進め方に沿っ

て知財部門が関与する。事業部門のトップと知財部門のトップは事業のレビューを四半期

に 1 度行っており、各事業においても事業部門のクラスター長と知財部門とは四半期に 1

度レビューを行っている。また、特許担当の弁理士については、世界に多数おり、また、

商標、意匠の弁理士が複数おり、マーケティングなどを含む事業担当者や研究開発担当者

などと日々ディスカッションを行っている。同社はそのような日常的な会話が知財部門と

事業部門の良好な連携構築にとって最も重要だと考えている。 

 

＜ステークホルダーへの情報開示＞ 

アニュアルレポートが重要であり、知財ポートフォリオの規模や更新状況、それらの重

要性や、ライセンス収入、デザインの受賞、知財リスクなどを開示し、また知財部門の重

要性を説明している 5。ウェブサイトを通じた報告はより一層重要になってきており、持続

可能な技術に関する特許の紹介や、事業に関連するニュースの掲示を行っている 6。同社で

は収益に占めるライセンシングの比率が高いため、投資家や株主に対してはアニュアルレ

ポートでの開示を重要視している。特許出願などの傾向を掲載することで、イノベーショ

ンを作り出している会社であり、イノベーションによって収益を得ていることを投資家に

知らせることが重要であると考えている。昨今の変化の早い社会で、イノベーションの創

出がたいへん重要であり、それによって魅力的な製品を出し続けることが重要であると考

える。 

 

 

 
5例えば https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-

English.pdf?v=20220225104533  22 頁［最終アクセス日 2022 年 3 月 17 日］ 
6http://www.ip.philips.com/［最終アクセス日 2022 年 3 月 17 日］ 

https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-English.pdf?v=20220225104533
https://www.results.philips.com/publications/ar21/downloads/pdf/en/PhilipsFullAnnualReport2021-English.pdf?v=20220225104533
http://www.ip.philips.com/
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４．委員会での議論 

（１）第 1 回：令和 3 年 10 月 5 日 

調査研究の趣旨・概要の説明と質疑・討議、公開情報調査報告、ヒアリング調査（案）

の説明と質疑・討議 

【主な意見】 
（ⅰ）公開情報調査報告について 

公開情報調査結果をもとに、主にヒアリング調査の方針について以下のような意見があ

った。 

・ 知財ミックスを行うことでどのような成果につながるのかということが、経営者や投資

家の関心がある部分だと思う。 

・ 知財ミックスを活用することでどのような結果につながることが重要な知的財産なの

かという判別基準ができると事例集の中でも重みづけができて良い。 

・ 知的財産を営業秘密、ノウハウ、ドメインナレッジを含めて広議に定義して扱い、戦略

性をもって推進する必要がある。 

・ 顧客価値の創造を出口として、知的資産を活かしながら事業戦略を作り上げることに成

功している事例を拾う必要がある。 

・ これからは広義の知的財産であるナレッジやノウハウのミックスが重要になる。日本の

ものづくりの会社においては、このような外に見せていない知的財産が重要である。 

・ 知財ミックスにもいくつか類型がある。特許、意匠、商標の組み合わせ以外にも、ノウ

ハウもあり、組み合せのパターンが幾つかある。 

・ 昨今のビジネスの傾向から考えて、サービス、IT、OT の組み合わせなど、モノからサ

ービスにつなげる際にどのような知的財産が必要になるか、どのような知的財産を活用

して競争力を上げているのかという点が重要である。 

・ ビジネスエコシステムの視点から言うと、例えば半導体設計の ARM のように、設計の

ノウハウなどの知的財産をうまく活用してエコシステムの中心的な優位な位置にいる

場合もあり、バリューチェーンの中で如何に知財ミックスを活用しているのかという点

を検討すると良い。 

・ 日本企業で重要な B to B の事業を行う企業では十分に知財ミックスが活用できていな

いのではないかと思われるので、ここにフォーカスをあてると良いのではないか。 

・ 知的財産や知財ミックスという言葉は曖昧であり、また、知財ミックスと知財権ミック

スも異なるという意見もある。今回は知的資産まで広げて考えるということであるが、

知的財産権に絞ってしまうと最もつまらなくなるので、トータルに色々な事業に（広義
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の知的財産が）貢献しているというポジションから調査を進めると良い。 
 

（ⅱ）ヒアリング調査について 

・ ヒアリング時の最初の質問を「経営において重視する全社的課題」とすると、狭く解釈

（ナローダウン）される恐れがあるため、先に企業全体として問う質問があるべきでは

ないか。 

・ 対象者としては、大手企業と中小企業とを考えるべきであり、業種についてはなるべく

ジャンルが偏らないようにインタビューするべきである。 

・ 経営層の関心は、リスクの危機感のステージが変わってきているのではないかと思う。

これまで他社に侵害される、他社の知的財産を侵害するというリスクがあったと思うが、

現在はデジタルトランスフォーメーション（DX）についてどこの企業でも経営層が危

機感を持たざるを得ないように感じている。 

・ 企業価値の向上に寄与しているかどうかという点が最も大きな経営層の関心事だと思

う。その点で、質問項目として IR 活動に情報を展開したかどうかという点が必要だと

思う。 

・ 最近の動きの中で、DX も重要であるが、環境関連の GX も避けられない。 

・ ESG 投資が増加しており、気候変動対応が企業の重要な戦略として求められる中で、

ESG 視点でどのような対応ができているのかが重要である。 

・ 変革について、既に効果が出ているものでなくても「DX の対応としてこのような取り

組みをやっている」だとか、「モノからコトへの流れの状況」など、広く聞けると良い

と思う。 

・ 事業戦略としての知財活用が分析対象なのか、全社戦略としての知財戦略がターゲット

なのか、明確にしておくと良い。 

・ ヒアリングはマクロとミクロの質問に分けた方が良い。基本的には守り、攻め、協業（と

いう知財戦略）についてマクロのヒアリングを行った後に、具体的な事例というミクロ

なヒアリングを行い、この 2 つにセグメンテーションされると良い。 

・ 知的財産のような無形資産をうまく活用している企業の見方として、財務指標のなかに

PBR（株価純資産倍率）があり、外部から無形資産をどう評価されているかの 1 つのヒ

ントになる。 

 

（２）第 2 回：令和 4 年 1 月 11 日 

事例集作成イメージ（案）の説明と質疑・討議、ヒアリング調査の中間報告、事例集構

成（案）・事例（案）4 者の説明と質疑・討議、報告書骨子（案）の説明と質疑・討議 
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【主な意見】 
（ⅰ）ヒアリング調査の中間報告について 

・ 台湾企業をヒアリング候補として考えてみても良いのではないか。 

・ 台湾企業に付け加えて、アジア系の企業であれば韓国企業も話が聞きやすいかもしれな

い。 

・ 各項目の事例分類の記載を見ると、全体的な知財戦略や知財活動になっているので、知

財ミックスの考え方との関連性が整理できれば良い。 

・ （ヒアリングをとりまとめた一覧の）データを企業が特定されないように統計化すると

良いのではないか。 

・ 知的財産の捉え方、知的財産のスコープ、社内のコミュニケーション、リソースなどの

観点で、各社の共通項やベースになるものが抽出できたら、有益な資料になると思うし、

いくつかの類型整理もありえると思う。 
 

（ⅱ）事例集の構成（案）について 

・ ビジネスモデルというと、決まった製品サービスを顧客に届けて収益化するという意味

になり、範囲が少し小さく感じる。ビジネスモデルの項目名は中長期的な事業戦略とい

うような項目名の方が良いのではないか。知財戦略の投資家などへの開示についての項

目名については、対象を少し広げてステークホルダー向けにしてはどうか。事例のまと

め方については、SDGs や脱炭素などに関し、この企業のこの技術がすごいというアピ

ールだけにならないよう、知財ミックスやデータの活用など、企業価値向上に資する知

財活用戦略というテーマに沿って事例をまとめると良い。 

・ 企業にとっても、対象者は投資家だけではなく、すべてのステークホルダーになってい

るので、知財戦略の投資家などへの開示についての項目名について、対象をステークホ

ルダー（投資家など）のようなものにした方が良い。 

・ 想定読者によるが、経営層により深く理解してほしいという観点で考えると、分類が細

かすぎると価値創造ストーリーの全体像が見えず分断されたレポートになってしまう

ことを懸念している。 

・ 各項目にもとづく事例分類について、分類を細かくしすぎるとストーリーがそがれてし

まうし、メッセージが伝わりにくくなるので、分類はもう少し大括りでも良いのではと

思う。 

・ 経営層に読んでもらいたいという意図は分かるが、一般的に事例集という文言が付くも

のは活用したい人が読むもので、ダイレクトに経営層が読むことは少ないと思う。 

・ IR 部門は、投資家に対して企業価値向上戦略をアピールしたい立場なので、IR 部門の
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担当者が事例集を読むことを介して経営層に伝えるということが具体的な経営層への

伝達方法になるのではないか。 

・ 知財戦略の投資家などへの開示について、「投資家など」を「ステークホルダー」に変

えても良いし、知財戦略のステークホールダー（投資家など）への開示が事例集の最重

要のポイントになる。 

・ 経営層と知財部門とのコミュニケーションについて、積極的に行っている企業は具体的

に回答している。経営層とコミュニケーションが十分に行えている企業を紹介できる事

例集になるのではと思う。 

 

（ⅲ）事例集の事例（案）について 

・ 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会での検討のキーワード

は「As Is」と「To Be」。企業の現状と将来どうありたいのかについて、知財戦略がどの

ように支えるのかをクリアに伝えないと価値創造ストーリーは伝わらない。 

・ 知財戦略の投資家などへの開示についての項目について、中小企業や非上場企業の場合

は、銀行が重要な役割を果たすので、対象が投資家だけでは狭い。 

・ 価値創造ストーリーのエッセンスを見ると、その企業がどのように事業プランを作って

いるのかが分かるので、事例の中でうまく集約してもらいたい。 

［事例集の事例（案）に関する補足説明について］ 

・ 「As Is」と「To Be」の観点で言うと、ものづくりで培ってきた摩耗予測技術の使い道

が他にあるのではというのが「To Be」。ものづくりで培ってきたノウハウや技術をよく

見ると、ことづくりでも使えると考え、知的財産の機能としてその使い方を提案してお

り、IP ランドスケープ（IPL）をこのように使えば事業部門や経営層との共通言語にな

る点についても、「To Be」と考えている。 

・ IPL はツールだが、もっと使っていくと OS にできるのではという気もしている。この

ような考え方が浸透すると、日本のものづくり企業としては、経営層や事業部門、R&D

部門とのコミュニケーションが進み、ものづくりで培ってきた知識やノウハウが、「こ

と」で使えるようになることを期待している。 

・ 事例集に記載する企業が 20 社あると全体で相当な量になるので、1 社あたりの分量的

には記事案のボリュームでちょうど良い。 

・ 各項目の事例分類の切り口で整理していていただいたが、読み手にとっても横比較しや

すく、事例も読みやすいので、この方向性で良い。 

・ 価値創造ストーリーの観点では、経営層がどのような環境認識をしているのかというこ

とが重要。長期的な視野で考えていた方が様々な施策が出てくるし、遠い先に起こると

想定したことがすぐに起こる可能性もあるので、環境認識の時間軸は長いほうが良い。
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一方で、「As Is」と「To Be」を考えた時に、現状どの水準にあるのか、どの段階まで来

ているのかという点については、不確実なことは書けないので、確実に「To Be」の方向

感を示しつつその進捗についての現状実態を書くことが重要。 

 

（３）第 3 回：令和 4 年 2 月 24 日 

事例集・報告書のとりまとめの説明と質疑・討議、ヒアリング調査の報告、事例集（案）

の説明と質疑・討議、 報告書（案）の説明と質疑・討議 

【主な意見】 

（ⅰ）まとめ方について 

・ これまでの課題の経緯に加え、今後の知財活用の重要性について、より強調して書いた

方が良い。 

・ これからは DX、サステナブルをキーワードに各社とも大なり小なりカーボンニュート

ラルに関わり、リサイクルや循環型経済などが重要度を増す中で、連携や協業が必要に

なる。これに伴い知的財産が可視化され、知的財産が活用され、互いの知的財産が尊重

されることで生き残りが可能となる点や、知的財産がコストセンターではなくプロフィ

ットセンターであるべき点を書くのが良い。 

・ 知的財産の重要性そのものをしっかり訴求することが必要。 

・ 日本企業が無形資産や知財投資に対してかなり消極的であるという事実もあると考え、

これによりグローバル競争に遅れをとっているというシナリオを分かりやすく記載す

ると良い。 

・ コーポレートガバナンス・コードの改訂の記載があるが、なぜ改訂に至ったのかという

背景をしっかり記述することで、経営層へ訴求するという目的が果たせるのではないか。 

・ フレームワークの中で「As is」、「To be」にフォーカスを当てていて、非常に分かりやす

くなっている。 

・ 知的財産を中核とした無形資産を戦略的に活用して企業価値に結び付けるポイントは、

参入障壁をいかに作り上げるかということだとすると、「オープン・クローズ戦略」に

触れなくて良いのか。 

・ 経営者が現時点で興味を持つべき点は大きく２つある。1 つは IR の観点で機関投資家

が着目しているのはもはやタンジブルアセットではないという点である。日本ではタン

ジブルとインタンジブルの割合は 8：2 であるが、欧米の大手機関投資家はインタンジ

ブルアセットを重視している。インタンジブルアセットには、ブランド、ISO30414 に

関係するヒューマンアセット、知的財産の３つがある。欧米では、IR の観点で、経営者

は知的財産を蔑ろにできず、開示もしなければならないという点で、日本は欧米に遅れ
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をとっている事実は、外部環境として経営者が知るべき点である。 

・ 特許には「攻め」、「守り」、「協業」の 3 つがあると考えるが、「守り」の点では NPE（所

謂パテントトロール）の活動が活発化し、リスクになっている点がある。「はじめに」

の中でマクロ環境や特許のミクロ環境にも触れて、世の中の流れを示すことが好ましい。 

・ 昔の業種から逸脱する企業が増えてきているというのは事実である。読み手として投資

家を意識するのであれば、東証の証券コードを入れることで、証券会社や投資家に分か

りやすくなる。 

・ 経営層に読んで欲しいという点は理解する。経営層が投資家に自社の成長戦略を語る時

に、知財戦略や無形資産戦略が必要になる。 

・ 投資家目線では、知的財産や無形資産の開示戦略を進めていても、業績が伴っていない

企業は評価されない。ROE と ESG の両立が必要である。 

・ 想定読者に「IR や広報を担当される方」が入ると良い。 

・ 個人ではなく、例えば「開示戦略に悩んでいる会社、これからやろうとしている会社、

ストーリーの作成を検討されている方」なども読者層なので、これらも対象となるよう

に記載いただくと良い。 

・ 事例集として発行する予定であれば、この建付けで良いと思うが、一般論としてこのレ

ポートには定量的な情報がない。定量性をさらに充実して傾向を示し、「活用戦略分析」

になるとより良い。 

 

（ⅱ）エグゼクティブサマリーについて 

・ エグゼクティブサマリーの半分位はエグゼクティブサマリーとは思えない。事実を小さ

くまとめているだけであり、事例集としてはある程度良いかと思うが、これで終わると

少しもったいない。 

・ ROE と ESG の相関関係なども統計が取れれば、経営者にとって興味深いものになる。

経営者の興味のポイントを事前に考慮して調査することは価値がある。 

・ 各企業の記事などに関心を持った人がより深く知るために、Web へのアクセスを促すよ

うな表示があると良い。 
 

５．事例集 

（１）事例集の概要 

公開情報調査、委員会での議論、ヒアリング調査の結果を踏まえ、「企業価値向上に資す

る知的財産活用事例集－無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて－」を作成した。事
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例集には、国内企業 20 者の事例を盛り込んだ。事例集は、本報告書とは別途、公開される。 
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Ⅳ．まとめ 

顧客価値の創造と競争力強化に資する知財活用方法について、公開情報調査、国内ヒア

リング調査、海外ヒアリング調査、委員会での検討、事例集の作成を行い、それらを本調

査報告書にまとめた。 

公開情報調査については、書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データ

ベース情報及びインターネット情報等を利用して、知財ミックスに取り組んでいる国内・

海外の企業等に関する文献等（海外の文献等を含む。）を調査、整理及び分析し、ヒアリン

グ調査、委員会資料作成、調査研究報告書及び顧客価値の創造と競争力強化に資する知財

活用方法に関する事例集作成のための基礎情報としてまとめた。 

国内ヒアリング調査については、ヒアリング調査対象候補を 84 者提案し、その中から 25

者を選定してヒアリング調査を実施した。対象候補は、知的財産を活用し、顧客価値を創

造し、自社競争力を最大化する取組を行っている企業とし、業種や知財部門の規模に偏り

のないように努めた。海外ヒアリング調査については、ヒアリング調査対象候補を 16 者提

案し、その中から 5 者を選定してヒアリング調査を実施した。対象候補は、知的財産を活

用し、顧客価値を創造し、自社競争力を最大化する取組を行っている企業とした。 

委員会については、専門的な知見を有する企業関係者を中心とした 6 名（内 1 名は委員

長）で構成される委員会を設置し、全 3 回の委員会を開催した。委員会においては、調査

研究の趣旨・概要、公開情報調査報告、国内／海外ヒアリング調査、事例集作成、報告書

について説明及び中間報告を行い、討議を行い委員からの意見を求めた。 

事例集の作成については、各事例の「経営上の課題／中長期的な事業の方向性」、「成長

戦略の事例」、「成長戦略の事例における知財戦略」、「知財部門と経営層とのコミュニケー

ション」、「知財戦略のステークホルダーへの開示」についてまとめた。具体的には、「経営

上の課題／中長期的な事業の方向性」 及び 「成長戦略の事例」、「成長戦略の事例におけ

る知財戦略」、「知財部門と経営層とのコミュニケーション」、「知財戦略のステークホルダ

ーへの開示」に分類して整理した。 

 

今回の国内ヒアリング調査の結果、様々な事業分野で顧客価値を創造し、社会への貢献

を目指す企業が、モノからコトへの転換や、新事業への挑戦等の成長戦略を繰り広げる中

で、ソフトウェア・AI やデータなどを含む知的財産を活用する事例が多数見出された。ま

た、新分野への参入のためにオープンイノベーションを推進する企業も複数見られ、その

促進のため、知的財産の 1 つであるブランドが各社のストーリーとともに一層重視される

動きが見られた。 

これらの活動には、経営層の理解や支援が必須であり、知財部門などが IP ランドスケー

プなどを活用し市場や競合の分析を行うことで、経営層との定期的なミーティングなどで
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分かりやすくスムーズに分析結果を説明し議論を進める大企業が複数見られた。中小企業

においては、それぞれの成長戦略の推進において、経営層が知財部門等と頻繁にコミュニ

ケーションを行う企業が複数見られた。 

また、コーポレートガバナンス・コード改訂を機に、投資家を含むステークホルダーへ

の知財情報の開示により注力する上場企業が多数みられ、統合報告書における知財活動の

報告や、ホームページにおける開示内容の充実など、各社の動きが活発化している状況が

見出された。 

海外ヒアリング調査は欧米の大企業に対して実施し、各々の成長戦略において、経営層

や事業部門、研究開発部門と知財部門が強く連携して活動する状況がヒアリング出来た。 

特に今回対象とした各社では、知財部門が経営層である General Counsel に直結しつつ、

経営層や事業部門長などと戦略討議を行う構図が明らかとなった。そこでは、IP ランドス

ケープを活用しつつ、その分析結果をもとに知財部門が事業への提言を行うことを重視す

るという企業の発言が印象的であった。 

また、ステークホルダーへの知財情報の開示においては、リスクの開示が義務であると

する企業、自社のイノベーションを投資家に示すことを重視する企業など、それぞれの企

業が開示の目的を明確にしていた。 
 

本調査研究によって得られた各社の事例が参考となり、国内企業各社の成長戦略におい

て様々な知的財産がより積極的に活用され、さらには産業界の国際競争力の強化につなが

れば幸いである。 
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資料 1 
事例集イメージ 

（「企業価値向上に資する知的財産活用事例集－無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて－」） 
※別途、読みやすくするためにデザインを整えた事例集を発行 
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資料 2 
公開情報調査結果の詳細 

 

［１］事業戦略と連動した知財ミックスの実態に関する調査 

［２］知財ミックスを実践する企業に関する調査 
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＜調査の目的＞ 
本調査研究におけるヒアリング調査の方針、質問内容、及びヒアリング先の検討を行うため、知財ミ

ックスを題材として、事業戦略やそれと連動した知財戦略推進の動向を調査し、また各社の実践的な活

動について調査を行った。 

［１］事業戦略と連動した知財ミックスの実態に関する調査 

#1 事例から考察する意匠制度活用について-特許と意

匠の併用の観点から- 
出典 パテント 66巻 11号

6-20 頁 
年 2013 

著者 日本弁理士会 平成 24 年度意匠委員会 第 2 委員会 活性化第 1 部会 

目的・

視点 
特許と意匠の知財ミックスの利点、効果に関する

考察 
調査

対象 
意匠登録件数上位 20 社 

要旨 ① 意匠制度は分野にもよるが特許制度に比べて比較的登録されやすい可能性があると思わ

れる。 
・意匠は物品の形態であって視覚を通じて美感を起こさせるもの（意匠法 2 条 1 項）である

ので、図面等に現わされる具体的形態に大きく拘束され、斬新なものを除けば、特許に比べ

引例記載の意匠に類似するとされる範囲は狭いと考えられる。 
・特許出願において特許請求の範囲、明細書の 記載要件は特許法 36 条 4 項乃至 6 項に拒絶

理由として厳しく規定されている。 
・意匠法では 3 条 1 項の工業上利用できる意匠であるか否かという点で願書や図面の記載が

意匠を特定できるものであることが求められているが、特許法 36 条 4 項のような実施可能

要件等の明確な規定はないと思われる。 
② 特許の権利範囲の穴を意匠権が補う可能性があると思われる。 
・特許制度による特許権では、特許法 29 条 2 項等の拒絶理由通知に対して、構造の相違だ

けでなく有利な効果を出すため等の補正により、出願当初想定していた権利範囲から外れて

しまう部分が発生し得る。 
・意匠制度では美感が問題であり技術的効果は問題とされない等の事情から、出願当初想定

していた権利範囲から外れる部分が生じることは少ないと思われ、特許の権利範囲の穴を補

う可能性があると思われる。 
③ 特許権の保護対象と意匠権の保護対象との違いを考慮することで特許製品を重層的に保

護できる可能性があると思われる。 
・例えば発明は技術的思想であるが故に必ずしも外観に現れない。従って、特許製品と外観

が似ている場合、購入者が誤って該当特許発明と全く無関係の他社製品を購入してしまう恐

れがあり、購入者ばかりでなく当該特許権者の利益も損なわれる恐れがある。かかる場合に、

独占権としての意匠権で他人の製造・販売等を排除し、当該特許製品を確実に特許権者のみ

が製造販売等できるようにすることで、特許権による保護を更に確実なものとすることがで

きると思われる。 
事例 事例１．包装用容器（意匠登録 1186568） 

事例２．ロボットおもちゃ（意匠登録 1095993） 

事例３．自動車おもちゃ（意匠登録 1391371） 

事例４．送風機（意匠登録 1313239) 
事例５．椅子（意匠登録 1088208） 
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#2 ファッションブランドの戦略において、

如何に意匠が商標を補足することがで

きるか 

出典 World Trademark Review, 
June/July, 2014 

年 2014 

著者 Veronique Dahan, August & Debouzy 事務所（パリ） 

目的・

視点 
服飾業界における知財権保護の課題と

対応策 
調査

対象 
服飾業界 

要旨 ①背景：世界のファッション市場は 7,500 万人の雇用を生み出し、2012 年には 1 兆 7 千億ド

ルの価値に及んだ。しかしながら、模倣品市場も収益を得られる産業となってしまい、ロゴ

や商標のみならず、デザインも模倣され WCO（World Customs Organization）によると、ファ

ッションの取引の約 10%が模倣品と報告されている。世評に関するマネジメントやブランド

保護の法的対処及び失業に関わるコストは年間 60 億ユーロとされている。 
②意匠が十分に使われているとは言えない状況にある: Gucci 等の幾つかのブランドが意匠

を活用し始めてから何年もたつが、知財戦略への意匠の活用が広がり始めたのはつい最近で

ある。特に米国において、服飾品の意匠出願がかなり増加しており、パリの Balenciaga, イタ

リアの Missoni, Celine, Alexander Wang, Hermes 等の例がある。十分に活用されていない理由

は、 
a.服飾のデザインが著作権により無償で保護されること、 
b.服飾の商品寿命が短く、意匠権登録の期間と費用がマッチしないこと 
が挙げられる。 
長期の商品寿命が見込まれる場合は、意匠権取得は有効であり、また、OHIM の未登録保護

の制度も最大 3 年まで活用可能である。 
③ 強い意匠保護の優位点：模倣者への警告状や係争においては、意匠権は相手方に対して

かなり大きな威力を発揮する点が挙げられる。意匠登録の増加で、係争数もこの分野で増加。 
④ 強い意匠保護を得るための要件：意匠権は製品の外観を保護する。色合いや音等につい

ては意匠では保護できず、商標で保護される。 
意匠権取得のための要件としては、新規性な特徴を有することが挙げられ、申請においては

正しく正確な記載が要求される。7 つまでの異なる平易な視野図を提出することが要求され、

説明文等を付け加えることはできない。これらの要件は、審査段階で必ずしも徹底的に確認

されるシステムにはなっておらず、競合等による異議申し立てで無効化されるリスクがある

ことにも注意が必要である。 
⑤ 戦略的に用いることのできるその他の知財権 
a.特許(Utility patent) : 意匠権と異なり、特許権は機能的な発明を保護するが、服飾品への活

用で折れ目のつかない繊維や、柔らかくて耐候性の強い繊維等で使われている。Levi Strauss, 
Alexander Wang 等の例示。 
b.立体商標（3D trademark）: 顧客に対して製品の識別を可能とするものに対して登録可能で

ある。意匠権と立体商標の両方で製品を保護すること可能となる。 
⑥ まとめ：服飾品の保護のための知財戦略には時間と費用が伴うが、これらは自社の位置

づけを向上し、収入を増すことにつながり得る。デザイン会社は特許と意匠を戦略的に活用

することで、販売やライセンスによって新たな収入の流れを作り上げることが可能となる。

服飾関連の会社は、知財システムを活用することで、模倣と戦い、侵害を受けるリスクを減

らすことができる。意匠、特許、及び商標により完全で包括的な保護が可能となる。事業目

的や採算を考え適切な知財権による保護を行うべきである。 
事例 
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#3 意匠権活用事例の検討-特許権・実用新案権と

の併用 
出典 パテント 67 巻 10 号 6-21

頁 
年 2014 

著者 日本弁理士会 平成 25 年度意匠委員会 第 2 委員会 活性化部会 

目的・

視点 
特許と意匠の知財ミックスの利点、効果に関

する裁判例からの考察 
調査

対象 
平成 12 年（2000 年）以降の裁判例で、

同一の訴訟事件において、意匠権と特

許権の侵害が争点となっている事件

22 件 
要旨 ① 意匠権と特許権の両方で有効な権利主張（効果的保護）ができる可能性がある。 

② 侵害製品に対して、意匠権と特許権（複数の 権利）で訴えることは、権利の束で攻撃す

ることになり、効果的である。 
③ 機能的な製品（装飾的効果を主目的としない製品）において、意匠権と特許権との両方で

権利を取得することが有効である。 
④ 意匠権と特許権の保護内容（意匠と発明）は、その性格が異なる点に留意して権利行使す

る必要がある。 
（ア）特許権は、「公知技術」については権利が及ばないが、意匠権においては、一部の形態

が「公知形態」であったとしても、「意匠全体」が新規であれば意匠登録を受けることがで

き、「意匠全体」が類似すれば意匠権の効力が及び、具体的な製品形態について効果的に保護

する可能性がある。 
（イ）特許権は、「公知技術」によって「虫食い」状態の権利となることもあるが、意匠権は

登録意匠に類似する意匠の範囲は権利が及ぶ可能性がある。 
（ウ）特許権はクレームの文言解釈で構成が一つでも異なれば侵害とならない。しかし、意

匠権は多少の相違点があっても、全体として類似すれば意匠権の効力が及ぶ可能性がある。 
（エ）製品形態の改良・改変がある場合、「技術的効果 （作用効果）」が説明できなければ特

許とすることはできない。しかし、意匠権の場合は、新規な形態であれば、効果等の説明は

なくても保護される可能性がある。 
事例 平成 12 年～平成 25 年の 22 件の国内裁判例。 
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#4 意匠から見た知的財産ミックスの研究 出典 知財管理 66 巻 8 号 991-
1006 頁 

年 2016 

著者 日本知的財産協会 意匠委員会 第 2 小委員会 

目的・

視点 
①意匠を中心に据えた観点から、ビジネス

形態別知的財産ミックスの在り方 
② 実践における留意点（課題） 

調査

対象 
登録事例 6 件、判例 3 件 

要旨 ① ビジネス形態ごとの知的財産ミックス 
（ア）マーケットイン型 B to B における知的財産ミックス 
性能や品質等の機能とコストの両面において要求水準を満たすことを確認する作業がなさ

れ、製品デザインについては、人の感性に訴える形態よりも、機能上優位な形態が訴求要素

となる。形状特徴を特許権だけでなく、意匠権で押えることで、より広い権利保護が可能に

なる。 
（イ）プロダクトアウト型 B to B における知的財産ミックス 
特定企業からの受注生産ではなく、量産した汎用品を広く販売するという点では B to C に近

い。機能やコストの優位性を、多くの企業ユーザに対して訴求することが重要となり、製品

デザインとしては機能上優位な形態が訴求要素となる。また、機能が特に優れている部品が

そのことによって知名度が高まると、その部品が使われていることが最終製品の選択理由に

なるほどのブランドイメージを獲得する場合があり、企業ユーザに対してはその部品の優れ

た機能のみならず、そのブランドイメージ自体が訴求要素となる。 
（ウ）B to C 型における知的財産ミックス 
不特定多数の消費者を対象として市場規模が大きく、参入企業も多く、機能面や性能面での

差別性をアピールしにくい場合がある。感性に訴える商品のデザインやブランドがより重要

となる。 
② 実践における留意点（課題） 
（ア）判断の留意点：特許を出願したので意匠は不要、機能的にも特徴ある形状は意匠出願

だけで良いという単純発想は危険であり、両方の違いを踏まえたより強固な保護を検討する

ことが得策。 
（イ）出願のタイミング： 
・特許は製品開発の早い段階で出願される場合が多い。 
・製品化直前の改良では進歩性の観点で特許出願が困難な場合がある。⇒意匠出願でバリエ

ーションを増やし、保護期間を長くする。 
・位置商標、立体商標等の権利を活用する場合は、識別力を問われる。⇒ 商標出願前の戦略

的、計画的な宣伝等が必要となる。 
・新規性の概念の無い商標制度と、秘密意匠制度による公開時期の延伸を戦略的にコントロ

ールすることで、より効果が期待される。 
（ウ）社内体制： 
・商品の将来的な展開を含めた初期段階での出願戦略が重要である。 
・マーケティング部門、デザイン部門、知財部門の三位一体が重要となる。 
・例えばデザイナーに経営幹部としての役割、権力を持たせる形も考えられる。 

事例 事例 1：ダンパープーリー 
事例 2：光電スイッチ 
事例 3： 輸送機械用シート（RECARO） 
事例 4：KADOKESHI カドケシ 
事例 5：無印良品 MUJI 
事例 6：バトンドール（菓子） 
判例：インサート器具事件（東京地裁 平成 13 年）、地下構造物用丸型蓋及びマンホール蓋

用受枠事件（知財高裁 平成 22 年）、取鍋事件（東京地裁 平成 16 年、知財高裁 平成 19
年） 
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#5 知的財産権ミックスの落とし穴‐中

国における機能性意匠と特許の矛盾- 
出典 知財管理 67 巻 5 号 712-720

頁 
年 2017 

著者 河野 英仁 

目的・

視点 
中国での特許と意匠を用いた知財ミ

ックス活用上の注意点 
調査

対象 
2011 年～2016 年の機能性意匠に関する中

国人民法院判決 

要旨 機能面は発明特許、実用新案特許で積極的にカバーする 
機能性デザインを含む意匠特許については、当該機能が全体視覚上評価されず、権利が無効

となりやすい。そのため、保護すべき製品の機能性が強い場合、発明特許、さらには実用新

案特許を中心に権利化を行い、意匠特許は補助的な位置づけで権利化しておけばよい。逆に

審美性の高いデザインであり、技術的な特徴が少ない場合、意匠特許を中心に権利化を行う

必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
禁反言とオーバーラップしない権利化 
発明特許の権利化・係争時において機能面の優位性を主張した場合、意匠特許の係争時に当

該機能面についてマイナスの影響を与えることになる。相互の権利に与える影響を十分に意

識しておく必要がある。 
一製品について、発明特許と意匠特許が相互にオーバーラップしない範囲について相互に権

利化することで、このような問題も解消でき、費用対効果も高いといえる。 
部分意匠の活用 
部分意匠制度が導入されれば、様々な問題を引き起こす機能性デザインを意匠から排除し、

審美性デザインを中心にした部分意匠にて権利化することができる。 

事例 2011 年～2016 年 中国人民法院判決 
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#6 知財戦略におけるデザイン活用と価値

創出 -産業競争力とデザインを考える研

究会- 

出典 デロイトトーマツ ファイナ

ンシャルアドバイザリー合同

会社 2017 年 11 月 2 日 

年 2017 

著者 小林 誠 

目的・

視点 
①Apple のデザイン保護戦略の分析 
②国内の知財戦略及び制度に関する提

案 

調査

対象 
Apple の Design Patents と Trademarks 
Apple vs. Samsung の知財訴訟事例 

要旨 Apple のデザイン保護戦略の分析 
・デバイスやアイコン、インターフェイスだけでなく、製品パッケージ、周辺機器、アクセ

サリ、さらには店舗外観や PC の起動オンに至るまで、あらゆる角度から Apple の製品・サ

ービスをデザインし権利化することで、Apple 全体の企業イメージや企業ブランドの保護を

実現している。 
・知的財産を複合的に権利化することにより、重層的な保護を実現している。（＝知財ミッ

クス） 
・Apple が保有する商標権のうち、Design Only に属する商標は 25%を占め、USPTO 全体と

比較して 6.5 倍、日系企業と比較して約 3 倍の高い割合。 
・Apple は、商標を図形（絵）のみ（立体的形状、及びこれらと色彩との結合を含む）で表

現することが多く、文字／記号／数字を組み合わせて表現する割合は低いことが特徴的であ

る。 
② 国内の知財戦略及び制度に関する提案 
a.産業競争力を向上させるためのデザイン活用のあり方 
・企業経営におけるデザインの重要性の理解と、一貫したデザインコンセプトの共有・継続 
・デザインやブランドの効果や経済的価値の見える化 
・知的財産権の複合的活用（知財ミックス） 
・デザイン保護に対する啓発活動 
b.デザイン保護制度のあり方（デザインを保護するための法制度として、意匠法の存在意義

と、他の知財法による保護との関係性を改めて整理） 
・特許権 ： 画面のユーザー・インタフェースは、「見やすさ」や「操作のしやすさ」のよう

な技術的な効果と直結させれば、特許権として登録できる。 
・商標法： デザインが商標法による保護を受けるためには、使用による識別力、使用による

特別顕著性（3 条 2 項）が要求されるため、実質的なハードルが高く利用しにくい。 
・著作権法：「応用美術」も 2 条 1 項 1 号の要件を充たせば「美術の著作物」として保護

（TRIPP TRAPP 事件）される可能性がある（判例・学説上）／著作権法と意匠法の重複適用       
の可否 
・不正競争防止法：形態模倣行為（2 条 1 項 3 号）により保護される／意匠法の「補完」か

ら「代替」になっている。 
c.意匠法のあり方 
・産業競争力にデザインの力を反映させるために、国際調和した、使い勝手が良く、適切に

デザインが保護される法制度を整備する。 
d.デザインに関する優遇税制のあり方 
・デザインに関する優遇税制を創設し、企業によるデザイン開発及び保護・活用のインセン

ティブとする「知的財産権ミックス戦略の分析」 
事例 USPTO Trademark Electronic Search System(TESS)によるサーチ 
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#7 知的財産権ミックス戦略の分析 出典 知財管理 67 巻 8 号

1216-1229 頁 
年 2017 

著者 日本知的財産協会 情報検索委員会 第 3 小委員会 

目的・

視点 
知的財産権ミックスについて、特に異なる知

的財産権（特許権と意匠権、又は、意匠権と

商標権）の補完的利用の観点から、具体的事

例を分析。 

調査

対象 
特許権、意匠権、商標権の出願割合 知
的財産権ポートフォリオが異なる   
業界（タイヤ、建設機械、自動ドア、

イヤホ・ヘッドホン、小売、医療用医

薬品、一般用医薬品）27 社 
立体商標出願上位企業（日本、米国、

欧州） 
欧州グラフィックシンボル意匠の出

願件数上位の日本企業 
要旨 特許権、意匠権、商標権の出願割合（知的財産権ポートフォリオ）が異なる業界（タイヤ、

建設機械、自動ドア、イヤホ・ヘッドホン、小売、医療用医薬品、一般用医薬品）における

知的財産権ミックスについて、特に異なる知的財産権（特許権と意匠権、又は、意匠権と商

標権）の補完的利用の観点から、具体的事例を分析。 
⇒ B to C、B to B に関わらず、特許と意匠の補完的な知財ミックス、意匠と商標の補完的な

知財ミックスを活用 
意匠との補完的利用が報告されている立体商標について、グローバルに俯瞰すべく日本、米

国、欧州における出願傾向及び補完的利用事例を調査。 
⇒立体商標出願上位企業において、立体商標と補完的な意匠権を有している企業の割合は、

日本が 23％（3 社／13 社）、米国 67％（8 社／12 社）、欧州 90％（9 社／10 社）であった。 
商標との補完的利用が報告されている欧州グラフィックシンボル意匠については、日本企業

の出願傾向及び補完的利用事例を調査。 
⇒日本企業の欧州グラフィックシンボル意匠の出願件数上位企業 10 社中 3 社において、欧

州グラフィックシンボル意匠と補完的な欧州商標があり、10 社中 8 社において、欧州グラフ

ィックシンボル意匠とそれに対応する日本商標があることを確認した。また、10 社中 3 社に

おいて、欧州グラフィックシンボル意匠、欧州商標、それに対応する日本商標のいずれもあ

ることを確認した。 
・日本企業が補完的な知的財産権ミックス戦略をより活用することによって、自社製品に関

する権利行使性の向上や権利期間の拡大等を図り、グローバルな競争で優位に立つことを期

待する。 

事例 調査対象と同じ 
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#8 経営学から見た「知的財産ミックス」 出典 電子情報通信学会誌 102
巻 1 号 21-25 頁 

年 2019 

著者 杉光一成（金沢工大大学院） 

目的・

視点 
経営学の立場から見た知的財産ミックス

の定義及び意義 
調査

対象 

 

要旨 ・知財ミックスの用語に明確な定義がある状況にはない。 
・知財ミックスの実践例としてアップル社の例がある。iPhone や iPad 等に使用されるアイ

コンの多くを意匠（米国では Design Patents）と商標（Trademarks）の両方で保護してお

り、これは権利行使による金銭を目指したものではなく、「市場の維持」を図るための、経済

学的意味でのマーケティング活動の一環としてのツールとして知財ミックスが用いられた

ものと評価すべきである。 
・デザインは製品の単なる外観という位置づけから、デザインドリブンイノベーション

（DDI）による「新市場の創造」というマーケティング活動の一環としての位置づけになっ

てきている。その中で、種々の知財をツールとしてどの範囲までデザインをカバーできるの

かが重要である。 
・ブランドも元々はマーケティング論の中で議論され、発展してきたものである。この中で、

インテル、ゴアテックス等の「技術のブランド化」は、技術の顧客吸引力を生み出すもので

あるが、技術のブランド化には相当の時間を要し、その間を特許によって保護することが有

効である。また、商標には特許が切れた後においても「技術の価値を延命する効果」がある。 
・一連の検討から、知財ミックス（戦略）は、マーケティング戦略の一種として捉えるべき

と考えられ、「市場をコントロールする目的を持って、事業のあらゆる側面を多様な知財をツ

ールとして活用するマーケティング戦略」と定義可能である。 
＜知財ミックス戦略を実践する上での課題＞ 
a.企業（特に大企業）の場合、組織上、特許担当と意匠・商標担当が分離されているケースが

非常に多いため、連携を取る困難性がある。 
b.知財部門が実際に事業（特に新規事業）の起点となる経営・事業企画部門あるいは製品企

画部門との組織間連携がなければ実践できず、また、時間的な観点では、 知財部門が事業の

初期段階（構想段階）から関与できていなければ知財ミックス戦略を行うのは困難である。 
c.このようなことを実現する前提として、知財部門以外の関係部門、すなわち技術者（研究・

開発者）、経営陣そして事業責任者が知財（そして知財ミックス戦略）の重要性を理解するこ

とが重要となる。 
事例 「知財ミックス」の実践例としてアップル社の意匠、商標を紹介 
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#9 EU 企業による知財権バンドルの活用 出典 欧州連合知的財産庁 年 2020 

著者 欧州連合知的財産庁（EUIPO） 

目的・

視点 
統計的な分析による知財権バンドル

活用実態の把握 
調査

対象 
対象企業 63,286 社に対して、2014-2015 の期

間に同じ製品に対して異なるタイプの知財

権を同時に使用する※EU 企業を調査。対象

企業の出願知財権数 196,135 
要旨 全企業の状況と対象母集団の関係 

・調査対象企業の意匠出願及び特許出願数はそれぞれ全企業の出願数の約半数を占める。 
・全企業の商標出願の約 80％は、意匠も特許も出願しない企業から出願されている。 
・対象企業のうち、8.3%が複数のタイプの知財権を出願。 
・これらの企業が提出した 知財権は、対象企業のすべての知財権の 35.7%。 
・これらの企業の内 1%は、期間中に 3 つの知財権（特許、商標、登録デザイン）全てに対

し申請。 
・これは、サンプルの企業が EUIPO と EPO に登録したすべての知財権の 16.8%。 

⇒これらの数値は、強い知財権の集中を示す。 
・複数知財権を出願した 8.3％ 5,264 社の企業の内訳は、大企業が対象大企業の 21.7％、中

小企業が対象中小企業の 7.1%。 
・対象大企業の 21.7％の企業の出願は、対象大企業の全出願の 64%の出願を行っており、

対象中小企業の 7.1%の企業の出願は、対象中小企業の全出願の 20%の出願を行ってい

る。 
・業種別では、製造業及び鉱業（manufacturing and mining）の複数知財権 

出願の企業割合は 15%であるのに対して、サービス・商業・公益事業（services, 
commerce and utilities）では 6%に止まっている。後者の業種では特許出願が少ないこと

からも頷ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

-98- 

#10 トレードドレス(立体商標）と意匠におけ

る「機能性」の違い 
出典 Landslide,Vol.13,No.3, 

Jan./Feb. 2021 
年 2021 

著者 米国弁護士会 

目的・

視点 
知財ミックスの実施における留意点の指

摘 
調査

対象 
米国における立体商標及び意匠に関する

判例 

要旨 これまでの判例では、トレードドレス（立体商標）の世界における機能性と、意匠の世界に

おける機能性の解釈に違いがあることで、特にトレードドレスの機能性をターゲットにされ

る場合が多い。 
 

複数の種類の知財権で保護することは重要であるが、その際には以下に留意することが必要

である。 
1）最初は意匠権で保護し、消費者の識別の認識を意匠権の有効期間内に醸成すること。 
2）この段階で、トレードドレスによる保護を行うこと。 
3）宣伝は機能的な点に向けず、外観の独創性や装飾性に向けること。 
4）特許の取得がトレードドレスによる永久的な保護に悪影響を及ぼし得る点に注意するこ

と。 
事例 2020 年 6 月の第 9 高等裁判所、2020 年 4 月の第 4 高等裁判所 他 
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#11 意匠法による保護と商標法による保護の戦略的活用 出典 パテント 74 巻 1
号 73-83 頁 

年 2021 

著者 佐々木 眞人（日本弁理士会） 

目的・

視点 
意匠法による保護と商標法による保護の戦略的活用

に関する考察 
調査

対象 
要旨にある複数の国内意匠及

び商標の登録例 

要旨 令和元年意匠法改正により保護対象が拡充され、画像、建築物、内装が新たに意匠法の保護

対象とされた。意匠登録が可能なものの中には商標登録が可能なものもあると考えられる

が、令和元年意匠法改正に伴う保護対象の拡充により、意匠法と商標法との双方で保護可能

なものが改正前よりも多くなった中で、意匠法による保護と商標法による保護の戦略的活用

について、以下の複数の例を考察。 
・図形を含む意匠登録例と図形商標の登録例 
・文字を含む意匠登録例と文字商標の登録例 
・文字を含む意匠登録例と結合商標の登録例 
・意匠登録例と立体商標の登録例 
・意匠登録例と位置商標の登録例 
・建築物の意匠と建築物関連の立体商標の登録例 
・内装の意匠と内装関連の立体商標 
 
＜戦略的な活用戦略＞ 

A,商標登録後に意匠登録を受ける場合 
 商標法では保護困難な範囲を意匠法による保護で補完するという戦略が考えられる。 
B.意匠登録後に商標登録を受ける場合 

有限である意匠法による保護期間に商標法による保護期間を付加して長期にわたる保護

を得るという戦略が考えられる。 
意匠法による保護期間に、当該物品等について、自他商品等の識別力を有するに至る場

合もあろう。 
この場合、意匠権の存続期間中に商標登録を受けることで、意匠法による保護を商標法

による保護で補完することも期待できるであろう。 

事例 調査対象と同じ 
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［２］知財ミックスを実践する企業に関する調査 

※戦略を明記した公開情報が無い場合は、同一製品・サービスに対する特許・意匠・商標の出願状況に基づき判別した。 

（１）日本の大企業 

# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

1 LIXIL（旧 サ
ンウェーブ
工業） 

金属製品 アクティエ
ス（システ
ムキッチ
ン） 

○ ○  2-way（キッチン側、ダイニング
側）アクセスについて特許と意匠
で保護。 
テクノロジーと融合するデザイ
ンの創造と知財保護に力を入れ、
日本で生まれた技術をデザイン
で世界に普及させる。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許
庁）；経験デザインの法的保
護（特技懇 249 号 50-60 頁）；
株式会社 LIXIL と意見交換
を行いました（経済産業省 
特許庁 2021 年 4 月 6 日） 

2 TOTO ガラス・
土石製品 

RESTROO
M ITEM 01 

○ ○ ○ トイレユニットについて意匠権
だけでなく特許権で保護を図っ
ている。また「〇〇きれい」とい
う商標シリーズについて商標権
を取得した。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

TOTO の知財ミックス.docx 

3 YKK AP 金属製品 APW 330
（窓枠） 

 
○ ○ 窓事業ブランド「APW」を展開

し、窓の組立完成で剤を多数意匠
出願。関連意匠、部分意匠などを
組み合わせ。 

2009 年 7 月に東北地方で先
行発売。2010 年 3 月に東日
本エリアで発売。評判とな
り、2011 年 7 月に全国発売。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

4 味の素 食料品 チャーハン
（冷凍食
品） 

○ 
 

○ ザ★チャーハン（冷凍食品）は製
法特許だけでなく特徴的なパッ
ケージデザインを商標登録して
いる。 
 
 
  

冷凍食品の模倣を特許権だ
けではなく商標権で抑制し
た。 

とっきょ Vol. 34（特許庁
2017年 10-11月号、10-11頁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

5 江崎グリコ 食料品 バトンドー
ル（菓子） 

 
○ ○ 商品の形状そのものは棒状であ

るが、その特徴的な色彩を想起さ
せるフランス語に由来する商品
名を商標権で保護し、曲面で構成
され高級感が演出されたパッケ
ージを意匠権で保護。高級菓子と
してもブランド構築を図る。 

意匠権だけではなく、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

6 花王 化学 キュキュッ
ト（食器用
洗剤） 

○ ○ ○ 液体洗浄剤を特許、容器を意匠、
商品名を商標で保護 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集 -2」 (特許
庁)；知財を守り、知財で攻
める「知的創造サイクル」の
構築とは？ 2021 年 4 月号 
事業構想オンライン 

7 キーエンス 電気機器 光電スイッ
チ 

○ ○ 
 

機能を実現したデザインについ
て、構造を特許権で保護するとと
もに、軸の太さ・長さのバリエー
ションを意匠権で保護すること
で、機能的デザインを重層的に保
護する。 

特許権だけではなく意匠権
も取得することで他社に対
する牽制効果を高めた。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

8 キッコーマ
ン 

食料品 しょうゆ
（いつでも
新鮮 しぼ
りたて生し
ょうゆ） 

○ ○ ○ 包装容器の密封構造を特許権で、
包装容器を意匠権で、商品名等を
商標権で保護している。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

「いつでも新鮮 しぼりた
て生しょうゆ」の知的財産
権(知財権ミックス)による
保護（キッコーマン） 
https://www.kikkoman.com/jp
/quality/ip/protection.html 
［最終アクセス日 2022 年 3
月 10 日］ 

9 キヤノンメ
ディカルシ
ステムズ（旧 
東芝メディ
カルシステ
ムズ） 

精密機器 Aquilion 
ONE（医療
機器） 

○ ○ 
  

世界初の丸い外装デザイン
を保護するため、類似意匠
制度を活用し、バリエーシ
ョンの意匠についても権利
化 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

https://www.kikkoman.com/jp/quality/ip/protection.html
https://www.kikkoman.com/jp/quality/ip/protection.html
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

10 キューピー 食料品・
化粧品 

化粧品 ○ 
 

○ 商標権と特許権を組み合わせた
知財ミックスで独自機能を有す
るヒアルロン酸の製法特許、用途
特許等を取得。ヒアルロン酸等の
素材については「ヒアロオリゴ」
「ヒアベズト」等の商標を使用。 

化粧品の模倣を特許権だけ
ではなく商標権で抑制し
た。 

令和 2 年度 知財功労賞（経
済産業省 特許庁） 

11 グンゼ 繊維製品 AIRZ（男性
用下着） 

○ ○ ○ ウエストゴムをなくしてもフィ
ット感を保つことができるアル
ゴウェーブカット設計技術につ
いて、7 件の特許出願を行い、ま
た、7 件の意匠登録を得た。また、
空気を意味する AIR と究極を意
味する Z を組み合わせた商標権
も取得した。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

【講座レポート】第 1 回
「攻めと守りのブランディ
ング～知的財産権の違いを
理解し味方につける～」
（一般財団法人 大阪デザ
インセンター） 
https://www.osakadc.jp/%E7
%9F%A5%E7%9A%84%E8
%B2%A1%E7%94%A3_04.p
df ［最終アクセス日 2022
年 3 月 10 日］ 

12 コクヨ 文房具 消しゴム
（カドケ
シ） 

○ ○ ○ 特許権・意匠権・商標権で重層的
に製品を保護し、販売実績に基づ
く知名度の向上と、グッドデザイ
ン賞等デザイン面での高い評価
とに基づき立体商標も取得した。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月）（図４）; 平成 28 年
度 特許庁産業財産権制度
問題調査研究「デザインの
創作活動の特性に応じた実
践的な知的財産権制度の知
識習得の在り方に関する調
査研究」教材意匠から見た
知的財産ミックスの研究
（知財管理 2016 年 8 月）; 
平成 28 年度 特許庁産業財
産権制度問題調査研究「デ
ザインの創作活動の特性に
応じた実践的な知的財産権
制度の知識習得の在り方に
関する調査研究」教材 

https://www.osakadc.jp/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3_04.pdf
https://www.osakadc.jp/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3_04.pdf
https://www.osakadc.jp/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3_04.pdf
https://www.osakadc.jp/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3_04.pdf
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

13 サントリー 食料品 角ハイボー
ル缶 

○ ○ 
 

「角ハイボール缶」は亀甲模様の
みならず、格子模様等の創作時に
発想を得た異なる意匠を出願し、
さらにはその製缶方法に関連す
る特許出願も行った。 

特許権だけではなく意匠権
も取得することで他社に対
する牽制効果を高めた。 

平成27年度 知財功労賞（経
済産業省 特許庁） 

14 セイコーエ
プソン 

電気機器 dreamio 
EMP-TWD1
（プロジェ
クター） 

○ ○ ○ コア技術、デザイン、商標につい
て、特許権・意匠権・商標権・（著
作権）の知財ミックスにより確実
に保護するポートフォリオを構
築する。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許
庁） 

15 ソニー 電気機器 ベガ KDH-
HX1, 
BRAVIA
（テレビ） 
ウォークマ
ン（イノベ
ーティブデ
ザイン） 
PlayStation
（ゲーム機
器） 

○ ○ ○ 画期的なデザインを保護するた
め、技術的観点から洗い出しを行
い、複数の特許出願を行う。さら
に商標権、著作権、不正競争防止
法の観点からのデザイン保護も
進める。 

 
イノベーティブデザインの
保護に向けたあるべき意匠
制度の調査研究（知財管理
2018 年 6 月）； ソニー株式
会社におけるデザイン保護
の取組み（特技懇 249 号 42-
49 頁, 2008 年） 

16 ソフトバン
クロボティ
クス 

ロボット Pepper  ○ ○ 製品の形状について、意匠権だけ
でなく、使用により自他商品識別
力を獲得した立体形状として商
標登録を受ける。立体形状に関す
る継続的なブランドマネジメン
トに対しても商標権による支援
が可能となり従来の法的保護の
空白を埋めることができる。 

立体商標の商標権によって
商品の形状について半永久
的な保護を図っている。 

人型ロボット「Pepper」の立
体商標登録について（ソフ
トバンクロボティクスグル
ープ株式会社プレスリリー
ス 2018 年 11 月 22 日） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

17 タイガー魔
法瓶 

調理器具 土鍋圧力 IH
炊飯ジャー 
THE 炊き立
て、蒸気レ
ス VE 電気
まほうびん 
とく子さん
（家電） 

○ ○ ○ 全体意匠で製品全体を保護し、こ
れに加えて操作部や各パーツ等
を部分意匠で抑え、多様な用途に
応じた形状で商品展開するもの
はバリエーションを関連意匠で
保護する。 

特許出願で権利化できない
部分を意匠権と商標権で保
護している。 

土鍋一筋 15 年、タイガー魔
法瓶の成長支えた知財ミッ
クス戦略（ニュースイッチ
＠日刊工業新聞社 2021 年 4
月 19 日）；平成 29 年度 知
財功労賞（経済産業省 特許
庁） 

18 ダイセル 化学 光学分割デ
バイス 

○ 
 

○ 医薬品開発のために用いられる
光学分割デバイスについて、産学
連携により事業化し、グローバル
に特許／商標網を構築した。 

光学分割デバイスの模倣を
特許権だけではなく商標権
で抑制した。 

平成30年度 知財功労賞（経
済産業省 特許庁） 

19 タカラトミ
ー 

玩具 ベイブレー
ド（玩具） 

 
○ ○ ひとつのブランドや商品に対し

て様々な知的財産権を複合的に
取得し保有することで、技術や遊
びも含めたブランド価値の確立
とそのブランドの持続的な成長
につなげる。 

海外 EC サイト等で販売さ
れていた模倣品について、
商標権、意匠権に基づき行
政摘発を行う。 
アジアや欧米など、多数の
国で人気拡大。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許
庁）；知的財産戦略｜商
品・サービス｜サステナビ
リティ・CSR｜タカラトミ
ー（タカラトミー）
https://www.takaratomy.co.jp/
company/csr/products/intellec
tual_property.html ［最終ア
クセス日 2022 年 3 月 10
日］ 

20 田辺三菱製
薬 

医薬品 皮膚感染症
治療薬フル
コート 

○  ○ 医薬品の模倣を特許権だけでは
なく商標権で抑制した。 

偽造医薬品を「FLUCORT」
等の商標権に基づいて輸入
差止申立を行った。また、医
薬品の効能は一般需要者に
は分かりづらいため、医薬
品については、一般需要者
は、効能よりも商標を見て
購入することが多いため、
商標権を取得することが医
薬品の模倣対策に有効とな
る。 

医薬品ブランドと商標（フ
ァルマシア 2015 年 6 月） 

https://www.takaratomy.co.jp/company/csr/products/intellectual_property.html
https://www.takaratomy.co.jp/company/csr/products/intellectual_property.html
https://www.takaratomy.co.jp/company/csr/products/intellectual_property.html
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

21 デンソー 自動車部
品 

  
○ ○ 欧州では、物品と認められない画

像（グラフィックシンボル等)に
ついても意匠権で保護できるた
め、意匠として出願をした数年後
に商標出願を行った。 

グラフィックシンボル等の
意匠出願を商標出願よりも
先に行うことで、商標出願
の指定商品等を決める時間
を確保した。 

知的財産権ミックス戦略の
分析（知財管理 2017 年 8月） 

22 トヨタ自動
車 

輸送用機
器 

iQ（自動車
（コンセプ
トカー）） 

○ ○ 
 

コンセプトカーのデザインは量
産車のデザインより早期に完成
したが、（当時は）関連意匠出願
の時期的制限があったため、量産
車のデザイン完成を待って、同日
に出願。 

改良技術については随時特
許出願。模倣品が発生した
との情報なし。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

23 ニコン 精密機器 一眼レフカ
メラ 

 
○ ○ カメラのグリップ部分の赤線の

位置商標を取得し、それをみれば
ニコン製だと分かるデザインを
半永久的に保護している。 

意匠権で保護してきたデザ
インを、モデルチェンジに
も対応できるよう、位置の
商標により半永久的に保護
した。 

4 月 18 日は発明の日_意匠・
商標の新潮流（日刊工業新
聞 電子版 2021 年 4 月 20
日） 

24 日清食品 食料品 カップヌー
ドル 

○ ○ ○ 販売半年前（1971 年に販売）に特
許出願及び実用新案出願を行い、
1972 年に海外進出前に商標出願
を行い、2006 年に立体商標出願
を行い、2018 年に位置商標につ
いて商標出願を行った。 

カップ麺の内容物（麺）の技
術については特許権及び実
用新案権を取得することで
保護した。製品が著名にな
り、容器の形状等の識別力
が高くなるにしたがって、
容器の形状等について立体
商標や位置商標について商
標権を順次取得していっ
た。 

あのときあの知財 日清カ
ップヌードル（とっきょ 
Vol. 40 12-1 月号 2018 年 11
月 26 日）；ちざいげんきき
んき 事例紹介 日清食品ホ
ールディングス㈱カップヌ
ードル（日本弁理士会 関
西会 Websie 2019 年 8 月 6日
掲載） 

25 ニプロ 精密機器 瘡蓋剥離器
具（医療器
具） 

 
○ 

   
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

26 パナソニッ
ク（旧  松下
電工） 

電気機器 ジョーバ
（フィット
ネス機器） 

○ ○ ○ 意匠権については、点ではなく面
で保護する目的から関連意匠も
利用。特許権や商標権も利用し、
多面的に保護 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許
庁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

27 ファースト
リテイリン
グ 

衣料 ヒートテッ
ク 

○ 
 

○ 製品名ではなく「技術」について、
特許権だけではなく商標権を取
得することで、その技術を利用し
た全ての商品群が売れるように
した。 

技術のブランド化により、
シリーズ化した商品付加価
値も高める。 

「複数の知的財産法による
デザイン保護の可能性」（大
阪工業大学  教授  大塚理
彦） 
http://www.oit.ac.jp/ip/~ootsu
ka/designprotect2019.pdf 
［最終アクセス日 2022 年 3
月 10 日］ 

28 富士通 電気機器 音の特徴を
からだで感
じるユーザ
インターフ
ェイス
Ontena 

○ ○ ○ 音を光で表現する装置の形状に
ついて、意匠権だけではなく商標
権で半永久的な保護を図ってい
る。 

立体商標を有効に活用し、
半永久的な保護を図ってい
る。 

ブランドと商標／デザイン
と意匠 （富士通ホームペ
ージ）  
https://www.fujitsu.com/jp/ab
out/businesspolicy/tech/intelle
ctualproperty/brand/ ［最終
アクセス日 2022 年 3 月 10
日］ 

29 富士フイル
ムヘルスケ
ア（旧  日立
メディコ） 

精密機器 HI VISION 
Preirus（医
療機器） 

○ ○ ○ 販売戦略に合わせるため秘密意
匠制度を利用。商品名の語尾に超
音波を意味する Uitrasound の省
略形「us」を入れる。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

30 ブリヂスト
ン 

ゴム製品 REGNO 
GR-XT（タ
イヤ） 

○ ○ 
 

特許出願を行った後で意匠出願
（トレッドパタンやサイドデザ
イン等に関する秘密意匠） 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許
庁）；ターニングポイントを
迎えている商標・意匠制度
とその活用（知財管理 2018
年 4 月） 

31 ぺんてる 文具 ビクーニャ
（ボールペ
ン） 

 
○ ○ 先行商品のイメージを踏襲する

デザインを採用し、ビクーニャと
いう製品ブランド（100 アイテ
ム）をデザインにより表現 

ツイッターによる商品告知
により、発売と同時に初回
50 万本が完売、品切れ。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

http://www.oit.ac.jp/ip/%7Eootsuka/designprotect2019.pdf
http://www.oit.ac.jp/ip/%7Eootsuka/designprotect2019.pdf
https://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/tech/intellectualproperty/brand/
https://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/tech/intellectualproperty/brand/
https://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/tech/intellectualproperty/brand/
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

32 本田技研工
業 

輸送用機
器 

スーパーカ
ブ 

 
○ ○ 使用により自他商品識別力を獲

得した立体形状として商標登録
を受ける。立体形状に関する継続
的なブランドマネジメントに対
しても商標権による支援が可能
となり従来の法的保護の空白を
埋めることができる。 

バイクのデザインについ
て、意匠権だけではなく、半
永久的に存続する商標権で
も保護している。 

知財権ミックスによるブラ
ンディング支援 新たな商
標の意義（特技懇 2016 年 1
月） 

33 ホンダアク
セス 

輸送用機
械器具 

FIT 純正品
フロアマッ
ト 

○ ○ ○ 部分意匠・秘密意匠制度を活用し
ながら意匠権を取得するほか、特
許権や商標権を同時に取得し、複
数の権利で用品の知財ポートフ
ォリオを形成して製品を保護 

 
「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」特許庁；平成 29
年度 知財功労賞（特許庁） 

34 ミツカン 食料品 金のつぶ 
あらっ便利
（納豆） 

 
○ ○ 「とろみタレを箸でつまんで納

豆側に移す」という容器コンセプ
トを表現したデザイン商標 

2008 年 9 月販売開始、2009
年 12 月累積出荷食数 15 億
食突破。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

35 ミネベアミ
ツミ（旧  ミ
ネビア） 

電気機器 MW3827
（半導体デ
ジタル温湿
度センサ
ー） 

○ ○ 
 

2021 年 7 月販売開始の MW3827
は 2 つの特許権と 1 つの意匠権
で保護されている。 

プレスリリースで製品アピ
ール 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集 -2」 (特許
庁)；ミネベアミツミ、耐久
性に優れた半導体デジタル
温湿度センサー「MW3827」
を新発売 （ミネベアミツミ 
プレスリリース 2021 年 7
月 2 日） 

36 ヤマサ醤油 食料品 しょうゆ
（鮮度の一
滴 特選し
ょうゆ） 

 
○ ○ 倒してもこぼれない機能ととも

に一目で商品名が分かるパッケ
ージで消費者認知→雫をアイコ
ン化したデザイン商標を採用 

首都圏エリアの限定販売
が、好評のため販売エリア
を全国拡大 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

37 ユニ・チャー
ム 

化学 マスク（超
立体マス
ク） 

○ ○ ○ 模倣品対策 → 権利範囲の狭い
「点」での保護ではなく部分意匠
も含め、権利範囲を広げた「面」
での保護を狙う。税関差止等の対
策を徹底 

・高機能立体型マスクカテ
ゴリーを確立 
・（コロナ前の）マスク市場
の拡大を図りながらヘルス
ケア事業の成長と収益に貢
献 
・発売直後から No. 1 商品
に 
・日経デザイン賞 2003 年プ
ロダクト部門銀賞等受賞 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁）；
特許庁「経営戦略を成功に
導く知財戦略 実践事例集」
（2020 年 6 月） 

38 ライオン 化学 トップ
NANOX
（衣料用洗
剤） 

○ ○ ○ 
 

販売後（2010 年 1-6 月）の
売上は販売目標 130%を達
成。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

39 リコー 精密機器 GXR（ユニ
ット交換式
カメラシス
テム） 

○ ○ 
 

ユニット交換式カメラシステム
のコンセプトを保護する特許出
願、実施デザインの全体意匠／部
分意匠の意匠出願を行った。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

40 良品計画 生活用品 家電商品群 
 

○ ○ 長年一貫した使用を徹底するこ
とでブランド力を向上させる。商
標出願後に商品化するデザイン
は、戦略的に当該ブランドを遡及
することによりブランドの付加
価値がついたデザインとして市
場に投入できる。 

意匠権だけではなく、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

41 リンナイ 金属製品 ガスレンジ
（DELICIA
） 

○ ○ 
  

2010 年度日本ガス協会技術
大賞・技術賞等受賞 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

42 ワコール 繊維製品 CW-X（ス
ポーツウェ
ア） 

○ ○ ○ 動きをサポートする部分を特許、
ウエスト部・サイド部・ハムスト
リング部を意匠、ネーミング
（Conditioning Wear の略である
CW と無限の可能性を示す X と
の結合）を商標で保護 

CW-Xの模倣品に関して、サ
ポートラインの配置がやや
真正品と異なっていたため
特許権侵害の主張は難しか
ったものの、デザインが酷
似していたことから意匠権
侵害を主張し、販売の差止
めに至った。 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集 -2」 (特許
庁)；「事例から学ぶ意匠制
度活用ガイド」（特許庁）；ち
ざいげんききんき事例紹介 
ワコールCW-X・大きな胸を
小さく見せるブラ・フラワ
ーマーク（日本弁理士会 
関西会 Website 2017 年 5 月
29 日掲載） 

43 三菱鉛筆 文具 KURU 
TOGA（シ
ャープペン
シル） 

 ○ ○ 商品の特徴である「歯車が回るは
クルリ、芯がとがるはトガル」を
意図した商品名として商標権取
得 

・年間 80 万本の当初目標を
超える年間 300 万本を記録 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

44 三菱電機 電気機器 炊飯器（蒸
気レス IH
ジャー炊飯
器） 

○ ○ ○ 意匠公報発行と販売のタイミン
グを合わせるために秘密意匠の
利用 

・50,000 円以上の高級炊飯
器分野で断トツのトップ販
売台数（2009-2010） 
・第 3 回キッズデザイン大
賞受賞 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁）；
特許庁「経営戦略を成功に
導く知財戦略 実践事例
集」（2020 年 6 月、112-117
頁） 

45 象印マホー
ビン 

電気機器 電気ケトル 
 

○ 
  

・国内先行発売で予定数量
を上回る売れ行き→海外
（北米、台湾）展開 
・模倣品発生情報なし 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

46 大和製罐 金属製品 ニューボト
ル缶（罐） 

 
○ 

   
「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

47 東芝 電気機器 自立型エネ
ルギー供給
システム
H2One 

 
○ ○ 「人を想う」をコンセプトとした

ブランド H2One について、「簡潔
で美しい」「子どもたちでも描け
る」「未来のアイコンとなる」こ
とにこだわってデザインされた
外観について意匠出願を行った。 

識別性のなさそうなブラン
ドコンセプトについて意匠
権での保護を図った。 

ターニングポイントを迎え
ている商標・意匠制度とそ
の活用（知財管理 2018 年 4
月） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

48 日産自動車 輸送用機
器 

キューブ
（自動車） 

○ ○ 
  

新型キューブの受注が発売
後 1 か月で 8,652 台に達し、
月販目標（4,200 台）の 2 倍
にあたる好調な滑り出し
（2008 年 12 月 25 日） 

「なるほど、日本の素敵な
製品 デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁） 

 
（２）日本の中小企業 

# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

1 ちふりや工業 土木建設 大型土嚢の
作成 

○ ○ 
 

特許発明の改良点を意匠権
で保護。 

出願費用が特許に比べて安
く、特許のように色々複雑
な書類を作成しなくてもシ
ンプルでわかりやすく権利
化できる。意匠権になるま
での期間がとても短い。 

中国経済産業局「もうけの
花道」 
https://www.chugoku.meti.go.j
p/ip/contents/108/index.html 
［最終アクセス日 2022 年 3
月 10 日］ 

2 IHI 建材工業
（旧 石川島建
材工業） 

建材 インサート
器具 

○ ○ 
 

インサート器具について特
許権及び意匠権で製品を保
護した。 

類似品に関する特許権・意
匠権侵害訴訟において、特
許権のクレームは限定解釈
され非侵害と判断された
が、意匠権は「細かい差異が
あるものの全体観察により
類似する」として侵害と判
断された。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

3 エヌエフ回路
設計ブロック 

電子機器 計測器用信
号発生器 

 
○ ○ シリーズ商品の象徴的な部

分を意匠権で保護し、その部
分について、あわせて位置・
色彩商標で権利を獲得する。 

位置商標で権利を取得する
には識別力が必要となるた
め、識別力を獲得すべく戦
略的な宣伝広告を行い、識
別力を獲得した時点で商標
出願をするなど、出願する
タイミングを戦略的に調整
する。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/108/index.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/108/index.html
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

4 オージー技研 医療機器 リハビリ機
器、物理療
法機器 

○ ○ ○ 特許権に重点を置きつつ、特
許権の補完として、意匠権
と、グローバル展開に重要な
商標権を取得することで、事
業活動の円滑化と他社商品・
サービスとの差別化を図る
知財ミックス戦略を実践し
ている。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補い、
特許権取得までの期間が長
いことについて意匠権で補
っている。また、特許権だけ
ではなく意匠権も取得する
ことで他社に対する牽制効
果を高めた。さらに、また、
半永久的に存続する商標権
で自社のブランドを保護し
た。 

特許行政年次報告書  2016
年版；オージー技研株式会
社と意見交換を行いました
（経済産業省 特許庁 2020
年 11 月 10 日） 

5 タカギ 家庭用園芸
用品 

浄水カート
リッジ等 

○ ○ 
 

特許では直接侵害を問える
クレームを作成するととも
に、必須形状部分は部分意匠
で保護するなど、知財ミック
スで効果的に製品を保護す
る。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、特許
権だけではなく意匠権も取
得することで他社に対する
牽制効果を高めた。 

令和 2 年度 知財功労賞（経
済産業省 特許庁） 

6 タカラベルモ
ント 

 
KITA Ergo 
II（美容イ
ス） 

○ ○ 
 

他社に模倣されないよう特
許権や意匠権を獲得し市場
拡大を図る。世界シェアトッ
プを誇る美容イスは、座位と
チェアベースを組み合わせ
ることで様々なバリエーシ
ョンを生み出すことができ
ることから、イスの全体意
匠、部分意匠の権利を取得。 

KITA Ergo II（美容イス）は、
発売 1 年あまりで販売 1 万
台突破 

「なるほど、日本の素敵な
製品  デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許庁）  

7 タニタ 精密機器 La Muse
（イノベー
ティブデザ
イン） 

 
○ ○ 女性の健康的で美しいから

だづくりをサポートするブ
ランドとして La Muse シリー
ズを立ち上げ、体組成計、活
動量計、皮下脂肪厚計の意匠
登録を行う。 

体組成計等の「モノ」のデザ
インや販売だけに捉われ
ず、様々な角度から健康を
サポートする健康ソリュー
ションである「コト」をデザ
インしている。 

イノベーティブデザインの
保護に向けたあるべき意匠
制度の調査研究（知財管理 
2018 年 6 月） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

8 豊栄商会 リサイクル
業 

取鍋 ○ ○ 
 

溶融アルミニウム合金搬送
用加圧式取鍋について特許
権（7 件）と意匠権を取得。 

類似品に関する特許権・意
匠権侵害訴訟において、7 件
の特許のうち、2 件は権利侵
害、3 件は先使用権、2 件は
無効理由を有することで権
利行使不可と判断された
が、意匠権は侵害と判断さ
れた。控訴審においては、設
計変更により特許権の一部
は回避したが、意匠権は回
避できなかった（B to B 製品
であり客先のニーズに応じ
た形状とするためデザイン
の自由度が低く、設計変更
による意匠権回避が困難で
あった）。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

9 フコク／カネ
ミツ 
（共同出願） 

自動車部品 ダンパープ
ーリー（エ
ンジンの動
力を伝達す
るための機
能部分） 

○ ○ 
 

特殊な加工方法でしか実現
できない重要な主力技術を、
意匠権も活用して他社に対
するけん制効果を高めた。 

製造方法でしか特許を取得
できない発明について、意
匠権も利用することで他社
に対する牽制効果を高め
た。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

10 ミラック光学 機械部品 顕微鏡及び
光学関連機
器の設計・
製造等 

○ ○ ○ FA 分野等の位置決め用途の
標準機構部品であるアリ溝
式ステージにおいて、特許の
みでなく意匠と商標も活用
した知財ミックスで強力な
知財網を構築している。 

意匠権は権利範囲が狭いこ
とについて特許権で補って
いる。特許権取得までの期
間が長いことについて意匠
権で補っている。また、半永
久的に存続する商標権で自
社のブランドを保護した。 

令和 2 年度 知財功労賞（経
済産業省 特許庁）；特許庁 
経営における知的財産戦略
事例集（2019 年 6 月） 

11 ヨシリツ 玩具 LaQ（玩
具） 

○ ○ 
 

基本ブロックの特許補完や
特許切れ対策として、毎年新
たな機能を持つ部品を意匠
出願する。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品  デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許庁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

12 レーベン販売 専門サービ
ス業 

ののじスプ
ーン（食
器） 

 
○ ○ 新しい機能を持つ商品→ 積

極的に意匠出願を行い、意匠
権の権利網を構築 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品  デザイン戦略と知的
財産権の事例集」（特許庁）；
知財ミックス戦略及び知財
権ミックス戦略の本質的効
果（パテント 2016 年 6 月） 

13 ロゴスコーポ
レーション 

業務用機械
器具 

アウトドア
総合メーカ
ー 

○ ○ ○ オーブン料理や鍋料理が 1 台
で楽しめるグリル「LOGOS 
the KAMADO」について、意
匠出願（秘密意匠）と特許出
願の知財ミックスで保護し
ている。 

特許権だけではなく意匠権
も取得することで他社に対
する牽制効果を高めた。 

特許行政年次報告書  2016
年版；平成 28 年度 知的財
産権制度活用優良企業等表
彰 

14 ノーブル・エ
イペックス 

玩具 ネクタイ ○ ○ ○ 自社製品（ネクタイ）につい
ての技術を保護するために、
特許権だけではなく意匠権
を利用している。自社製品に
ついてのデザインを保護す
るために、意匠権だけではな
く商標権を利用している。 

自社技術について、明細書
作成に手間がかかる特許出
願ではなく、簡単に出願で
きる意匠出願を選択するこ
とで、出願する際の手間を
省いている。また、意匠権だ
と権利維持年金を毎年支払
う必要があるが、中小企業
にとっては毎年の年金支払
い手続きは手間であるた
め、10 年ごとに更新するが
できる商標権を利用して自
社のデザインを守ってい
る。 

東京都知的財産総合センタ
ー活用事例 No.7 
「中小企業にとって重要に
なるのは独創的な開発力と
知的財産権」 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
chizai/jirei/rmepal000001u9pv
-att/07_noble.pdf  
［最終アクセス日 2022 年 3
月 10 日］ 

15 太陽金網 卸売業・小
売業 

金網の製
造・販売 

○ ○  ひし形の穴の開いたエキス
パンドメタルをプレスで曲
げたトレーについて特許権
と意匠権の両方を取得した。 

他社の模倣を効果的に抑制
するために、技術について
特許権だけではなく意匠権
においても保護を行った。 

東京都知的財産総合センタ
ー活用事例 No.22 
「特許と意匠の掛け合わせ
や出願の順番なども考慮し
て戦略化」 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
chizai/jirei/rmepal000001u9pv
-att/22_taiyo_180402.pdf［最
終アクセス日 2022 年 3 月 1
0 日］ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/07_noble.pdf
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/07_noble.pdf
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/07_noble.pdf
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/22_taiyo_180402.pdf
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/22_taiyo_180402.pdf
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/rmepal000001u9pv-att/22_taiyo_180402.pdf
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

16 日之出水道機
器  

食料品 地下構造物
用丸型蓋、
マンホール
蓋用受枠 

○ ○ 
 

蓋と受枠がセットになり技
術的効果を奏する点を特許
権で保護し、マンホール蓋用
受枠単体の部分意匠を取得
した。 

類似品に関する特許権・意
匠権侵害訴訟において、意
匠権は非侵害とされたが、
特許権は均等論をあてはめ
て侵害と判断された。 

意匠から見た知的財産ミッ
クスの研究（知財管理 2016
年 8 月） 

17 知能システム 玩具・運動
用具 

人工知能登
載アザラシ
型ロボット
「パロ」 

○ ○ ○ 国立研究開発法人産業技術
総合研究所発ベンチャー 
「パロ」の商品化のためにベ
ンチャー設立し、特許権・意
匠権をライセンスアウト 

 「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁） 

18 アイ・シー・
アイデザイン
研究所 

輸送用機械
器具 

nocilis（知
育玩具） 

○ ○ 
 

「内面と外面を入れ替える
ことで形が変化する」という
機能的特徴を重視し、特許権
を取得するとともに動的意
匠出願で動きのオリジナリ
ティを狙う。 

クライアント企業との契約
で特許権・意匠権に基づい
たライセンス収入あり。 

「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁） 

19 エンジニア 機械器具卸
売 

工具ネジザ
ウルス、鉄
腕ハサミ、
ムッシュ・
マグニ 

○ ○ ○ ネジザウルスの機能の要で
ある「ギア歯」の機構に関連
する特許権を取得すると共
に、模倣品対策の観点から、
機能的に重要な形状を保護
する複数の意匠権を取得。 

意匠権と特許権の組み合わ
せから、類似するデザイン
や機能を持つ類似製品が発
生していない。 

「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁）；株式会
社エンジニアと意見交換を
行いました（経済産業省 特
許庁 2020 年 11 月 5 日） 

20 おやつカンパ
ニー 

卸売業・小
売業 

フランスパ
ン工房（パ
ン de ショ
コラ）（ス
ナック菓
子） 

 
○ ○ 

  
「なるほど、日本の素敵な
製品  デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許庁） 

21 国立大学法人
千葉大学／
SISM 

電機機械器
具 

バックボー
ドツリー
（BBT） 
（医療機器
運搬装置） 

○ ○  ロック機構に関する特許出
願、出材に関する意匠出願を
千葉大学が主導で行う。 

取得した特許権・意匠権を
SISM に独占ライセンスを
付与し、千葉大学はロイヤ
ルティ収入を得る。 

「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁） 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

22 サーモス 専門サービ
ス業 

ステンレス
製魔法瓶 

○ ○ 
  

中国において、取得した意
匠権と特許権に基づき、現
地市場で流通していた模倣
品や EC サイトで販売され
ていた模倣品を排除するこ
とに成功。 

「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁） 

23 テスク 医療用機械
器具 

賃貸マンシ
ョン建設 

   外断熱工法、断熱複合パネル
等を独自開発し、特許等を取
得。特許、実用新案、意匠を
ミックスして権利化を考え
る。 

 
知的財産権活用企業事例集
2014（経済産業省  特許庁 
2014 年 2 月、38-39 頁） 

24 富士工業 建設業 家庭用レン
ジフード 

○ ○ 
 

斬新な機能や構造をもつ製
品については、特許権の他に
意匠権の活用も積極的に検
討している。 

 
「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁） 

25 ホンダアクセ
ス 

 
FIT 純正品
フロアマッ
ト 

○ ○ ○ 部分意匠・秘密意匠制度を活
用しながら意匠権を取得す
るほか、特許権や商標権を同
時に取得し、複数の権利で用
品の知財ポートフォリオを
形成して製品を保護 

 
「事例から学ぶ意匠制度活
用ガイド」（特許庁）；平成 29
年度 知財功労賞（経済産業
省 特許庁） 

26 山本光学 
 

SWANS サ
ングラス
SOU（双）
（サングラ
ス） 

○ ○ 
 

ロングセラー製品保護の観
点から意匠権を長期保有。特
徴のあるレンズとフレーム
構造の部分を特許出願と意
匠出願。 

 
「なるほど、日本の素敵な
製品  デザイン戦略と知的
財産権の事例集-2」（特許庁） 

27 由紀ホールデ
ィングス 

経営コンサ
ル 

由紀メソッ
ド 
中小企業グ
ループ化の
手法 

〇  〇 機能商標の位置づけ。中小企
業のグループ化による経営
効率向上の手法。 

機能商標。 日経新聞 2021 年 9 月 17 日
版 

28 五合 化学工業 ゼロクリア 
特殊塗装技
術のキャン
プ用食器 

〇  〇 機能商標の位置づけ。製品に
表示して消費者の信頼を得
るもの。 

 日経新聞 2021 年 9 月 17 日
版 
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# 企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・効果 出典 

29 DENBA 
JAPAN 

電気機械機
器 

DENBA＋ 
振動発生器 

〇  〇 DENBA+はインテル入って
るのような機能商標を目指
すもの。 

 日経新聞 2021 年 9 月 17 日
版；同社 http://www.denba.c
o.jp/index.php?c=content&a=s
how&id=531 
［最終アクセス日 2022 年 3
月 10 日］ 

30 レーベン 食器 キャベツピ
ーラー 

○ ○  特許と意匠でキャベツピー
ラーの技術とデザインを保
護 

主力のキャベツピーラーは
累計 200 万個以上を販売 

日経新聞 2021 年 9 月 17 日
版 

 
  

http://www.denba.co.jp/index.php?c=content&a=show&id=531
http://www.denba.co.jp/index.php?c=content&a=show&id=531
http://www.denba.co.jp/index.php?c=content&a=show&id=531
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（３）欧州の企業 

# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

1 イ
タ
リ
ア 

Ariete 調理器具 エスプレッ
ソコーヒー
マシン用コ
ーヒーカプ
セル 

○ ○ ○ 特許、商標、意匠の順に出願 
 

The use of intellectual 
property right bundles by 
firms in the UK (UK 
Intellectual Property 
Office, 2013)  

2 英国 マリークワント
コスメチックス
ジャパン 

化粧品及
び､ファッ
ショングッ
ズの製造･
販売･輸出 

固形化粧料 
 

○ ○ （意匠と図形・記号商標） 
ブランドの象徴的な図形を
商標権及び意匠権の両方で
ほごすることにより、一般消
費者等は当該図形を見れば
どこの会社の商品かわかる。
識別力、ひいては周知性を獲
得することとなり、模倣品が
出た場合であっても、不正競
争防止法の商品等表示性の
主張が可能となり、より強力
な対策ができる。 

 
意匠から見た知的財産
ミックスの研究（知財
管理 2016 年 8 月） 

3 英国 Reckitt Benckiser 日用品・医
薬品・食品 

洗剤 
 

○ ○ 米国における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 

4 英国 Unilever 日用消費財 消費財、食
品 

 
○ ○ 欧州における立体商標と意

匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 

5 英国 Colgate-Palmolive 一般消費財 洗剤 
 

○ ○ 欧州における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 

6 英国 Chivas Holdings アルコー
ル・酒造 

食品 
 

○ ○ 欧州における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 

7 英国 ALLIED 
DOMECQ 
SPIRITS & WINE 

アルコー
ル・酒造 

食品 
 

○ ○ 欧州における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 
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# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

8 英国 Jaguar Land 
Rover 

自動車製造 自動車 
 

○ ○ 欧州における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理
2017 年 8 月） 

9 英国 Dyson 電機機器製
造・販売 

電気掃除
機、ヘアド
ライヤー 

○ ○ ○ 特許、意匠、商標で革新的な
製品の知的財産保護 

 
Combined uses of IP 
(Innovation Policy 
Platform, accessed on July 
1, 2021)、Are your ideas 
and intellectual property 
protected (pdt solicitors) 

10 英国 Elfab 電気・電子
製品 

ラプチャー
ディスク、
バースト検
出装置 

○ 
 

○ 特許出願後に商標出願 
 

The use of intellectual 
property right bundles by 
firms in the UK (UK 
Intellectual Property 
Office, 2013, Page 10)) 

11 英国 Futuros 
 

amplamp
（オーディ
オスピーカ
ー付ラン
プ） 

○ ○ ○ イギリス知的財産庁報告書
で「2006-2007 年に特許、商
標、意匠の順で出願を行い、
2008 年 9 月に製品販売」と紹
介されている。 

製品の多面的保護 The use of intellectual 
property right bundles by 
firms in the UK (UK 
Intellectual Property 
Office, 2013, page 10) 

12 英国 Kevington 
Building Products 

 
レンガ壁パ
ネル 

○ ○ ○ 商標出願（FASTWALL）後に
特許、意匠を出願 

 
The use of intellectual 
property right bundles by 
firms in the UK (UK 
Intellectual Property 
Office, 2013, Page 10)) 

13 ス
イ
ス 

Nestle 食品 Nespresso 
Coffee 

○ ○ ○ コーヒーマシン用カプセル
の製造法に関する特許、コー
ヒーメーカーの意匠・商標
（ Le Cube, Nescafe, Dolce 
Gusto Piccolo, Pixie 等)を取得 

 
The use of intellectual 
property right bundles by 
firms in the UK (UK 
Intellectual Property 
Office, 2013,Page 8) 

14 ス
イ
ス 

Roche 医薬品 インフルエ
ンザ治療剤
タミフル、
抗癌剤アバ
スチン 

○ 
 

○ 
 

偽造医薬品を
「TAMIFLU／ 
タミフル」「AVASTIN」
の商標権に基づいて輸
入差止申立 

医薬品ブランドと商標
（ファルマシア 2015 年
6 月） 
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# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

15 ス
イ
ス 

Novartis 
 

Glivec（抗
癌剤） 

○ ○ ○ 意匠と商標の補完的な知財
ミックス 

偽装医薬品対策 知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

16 デ
ン
マ
ー
ク 

Lego 玩具の製造
販売 

LEGO 
Brick（玩
具） 

 
○ ○ 欧州で意匠権満了後に LEGO 

Brick を 1996 年に立体商標出
願で製品デザイン保護を図
る。 
 
  

OHIM/ECJ で立体商標
出願拒絶 

Combining Trademarks 
and Designs (World 
Trademark Review, 
February-March 2013) 

17 デ
ン
マ
ー
ク 

Cael Hansen & 
Son 

家具 Y チェア 
  

○ 使用により自他商品識別力
を獲得した立体形状として
商標登録を受ける。立体形状
に関する継続的なブランド
マネジメントに対しても商
標権による支援が可能とな
り従来の法的保護の空白を
埋められる。 

 
知財権ミックスによる
ブランディング支援 
新たな商標の意義（特
技懇 2016 年 1 月） 

18 ド
イ
ツ 

RECARO 
AIRCRAFT 
SEATING GMBH & 
CO. KG 

航空機関連
製品 

輸送機械用
シート 

○ ○ ○ シートの統一的な商品ブラ
ンドを商標権で保護し、商品
の特徴的形態・機能は特許
権・意匠権で保護する。 

 
意匠から見た知的財産
ミックスの研究（知財
管理 2016 年 8 月） 

19 ド
イ
ツ 

Henkel AG トイレタリ
ー 

洗剤 
 

○ ○ 欧州における立体商標と意
匠の補完的な知財ミックス 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

20 ド
イ
ツ 

Beiersdorf 化学 化粧品 
 

○ ○ 化粧品ブランド Labello を展
開し、商標及び意匠（ブリス
ターカード）で保護 

 
Use of IPR bundles by EU 
firms 2014-2015 
(European Union 
Intellectual Property 
Office, October 2020)  
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# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

21 ド
イ
ツ 

Miele 電気機器・
家電製品 

電気掃除機
用フィルタ
ーバッグ 

○ ○ ○ 欧州連合知的財産庁報告書
で「ブランドとして Hyclean
を展開し商標権を取得後、フ
ィルターバッグに関する特
許、意匠を 2015-2017 年に出
願」と紹介されている。 

製品の多面的保護 Use of IPR bundles by EU 
firms 2014-2015 
(European Union 
Intellectual Property 
Office, October 2020)  

22 ド
イ
ツ 

Bayer 医薬品 ED 治療剤
レビトラ 

○ 
 

○ 
 

ED 治療剤レビトラの偽
造医薬品について、社
名の商標権「Bayer」に
基づいて輸入差止申立 

医薬品ブランドと商標
（ファルマシア 2015 年
6 月） 

23 フ
ラ
ン
ス 

Michelin ゴム製品 タイヤ ○ ○ 
 

意匠出願を行った後で特許
出願 

 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 
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（４）米国の企業 

# 国・ 
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

1 米国 The Coca-Cola 
Company 

食料品 飲料水ボト
ル 

 
○ ○ 容器に入った飲料の権利保

護をする場合、商標では特定
の飲料を指定、意匠では物品
名をボトルとすることによ
り、類似した形状のボトルで
あれば、どの飲料にも権利行
使することができる。 

意匠権でボトルの形状
について保護すること
ができるが、意匠権の存
続期間は限定されてい
るため、半永久的に存続
可能は商標権で立体商
標としてボトルの形状
を保護している。 

意匠から見た知的財産
ミックスの研究（知財管
理 2016 年 8 月）（表２） 
知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

2 米国 Apple 精密機器 アイコン ○ ○ ○ iPhone/iPad の技術を特許権
で保護し、そのデバイスデザ
インを意匠権で保護する。ま
た、アイコンは意匠権と商標
権で多面的に保護する。 

デバイスの知財侵害訴
訟でデザイン価値が高
く評価され、高額の賠償
を勝ち取る。株価は高値
を更新。 

知財ミックスの落とし
穴─中国における機能
性意匠と特許の矛盾─
（知財管理 2017 年 5
月）；知財戦略における
デザイン活用と価値創
出（経済産業省 産業競
争力とデザインを考え
る研究会（第 5 回）委員
提出資料 2017 年 11 月
2 日） 

3 米国 マグ インスツ
ルメント 

照明器具 ミニマグラ
イト 

  
○ 使用により自他商品識別力

を獲得した立体形状として
商標登録を受ける。立体形状
に関する継続的なブランド
マネジメントに対しても商
標権による支援が可能とな
り従来の法的保護の空白を
埋めることができる。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知財権ミックスによる
ブランディング支援 
新たな商標の意義（特技
懇 2016 年 1 月） 

4 米国 Goodyear ゴム製品 タイヤ ○ ○ 
 

タイヤの形状について、意匠
出願を行った後に特許出願
も行っている。 

意匠権は権利範囲が狭
いことについて特許権
で補い、特許権取得まで
の期間が長いことにつ
いて意匠権で補ってい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 



 

 

-122- 

# 国・ 
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

5 米国 Beats 精密機器 イヤホン、
ヘッドホン 

○ ○ 
 

ヘッドホンの技術について、
特許出願と意匠出願を近日
中に行っている。 

意匠権は権利範囲が狭
いことについて特許権
で補い、特許権取得まで
の期間が長いことにつ
いて意匠権で補ってい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

6 米国 Bose 精密機器 イヤホン、
ヘッドホン 

○ ○ ○ イヤホンの技術について、特
許出願と意匠出願を近日中
に行っている。また、イヤホ
ンの形状について、意匠権だ
けでなく商標権も取得して
いる。 

意匠権は権利範囲が狭
いことについて特許権
で補い、特許権取得まで
の期間が長いことにつ
いて意匠権で補ってい
る。また、意匠権の存続
期間は限定されている
ため、半永久的に存続可
能は商標権で立体商標
として製品の形状を保
護している。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

7 米国 Amazon 電子商取引 小売（グラ
フィカルユ
ーザーイン
ターフェイ
ス） 

○ ○ 
 

グラフィックユーザーイン
ターフェイスについて、同日
に、特許出願と意匠出願を行
った。 

意匠権は権利範囲が狭
いことについて特許権
で補い、特許権取得まで
の期間が長いことにつ
いて意匠権で補ってい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

8 米国 Caterpillar 建設機械 建設機械 ○ ○ 
 

建設機械のツメについて、秘
密意匠の意匠登録後に特許
出願を行う。 

意匠権は権利範囲が狭
いことについて特許権
で補い、特許権取得まで
の期間が長いことにつ
いて意匠権で補ってい
る。また、秘密意匠制度
を利用することで、意匠
の公開を遅くし、特許出
願するまでの時間を確
保している。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 
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# 国・ 
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

9 米国 Pfizer 医薬品 Viagra （抗
ED 剤 、
19980205発
売） 

○ ○ ○ 錠剤の形状について、意匠出
願から１年以上後に商標出
願を行っている。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として錠
剤の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月）；医薬品ブ
ランドと商標（ファルマ
シア 2015 年 6 月） 

10 米国 DIAGEO NORTH 
AMERICA 

飲料水 アルコール
飲料 

 
○ ○ 製品の形状について、意匠権

だけでなく商標権も取得し
ている。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

11 米国 JELLY BELLY 
CANDY 

食品 ソフトキャ
ンディー 

 
○ ○ 製品の形状について、意匠権

だけでなく商標権も取得し
ている。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

12 米国 Mars 食品 食品 
 

○ ○ 製品の形状について、意匠権
だけでなく商標権も取得し
ている。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

13 米国 Black & Decker 電動工具等
の製造販売 

電気掃除機 
DUSTBUS
TER 

 
○ ○ 意匠と商標の補完的な知財

ミックス 
意匠権の満了後も商標
権で継続的、半永久的に
商品を保護 

Trademarks by Design - 
Combining Design Patents 
and Trademarks to Protect 
Your Intellectual Property 
(Banner and Witcoff, 
March 2014) 

14 米国 Nike 靴、衣料、衣
料用品及び
アクセサリ
ーのデザイ
ン・マーケ
ティング 

スニーカー 
NIKE Air 
Max 1995 

 
○ ○ 意匠と商標の補完的な知財

ミックス 
意匠権の満了後も商標
権で継続的、半永久的に
商品を保護 

Trademarks by Design - 
Combining Design Patents 
and Trademarks to Protect 
Your Intellectual Property 
(Banner and Witcoff, 
March 2014) 
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# 国・ 
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

15 米国 Sun Microsystem コンピュー
タの製造・
ソフトウェ
ア開発・IT
サービス 

JAVA 製品
のコーヒー
カップシン
ボル 

 
○ ○ 意匠と商標の補完的な知財

ミックス 
サイバースペースで商
標、トレードドレス、デ
ザインを保護 

Trademarks by Design - 
Combining Design Patents 
and Trademarks to Protect 
Your Intellectual Property 
(Banner and Witcoff, 
March 2014) 

16 米国 Eli Lilly 医薬品 ED 治療剤
シアリス 

○ 
 

○ 特許権、商標権で補完的に偽
造医薬品に対して対応 

商標権侵害が認められ
た事例 
日本：偽造医薬品の Web
販売に関する損害賠償
（大阪地裁） 

偽造医薬品の現状と対
策（知財管理 2014 年 1
月）；医薬品ブランドと
商標（ファルマシア 
2015 年 6 月） 

17 米国 Crocs 合成樹脂製
サンダル 

サンダル ○ ○ ○ 特許権、商標権で補完的に模
倣品に対して対応 

ITC 知財訴訟（特許
2006、商標 2021） 

Crocs Files Complaint 
with US ITC to Block 
Importation and Sale of 
Trademark-Infringing 
Products (Crocs Press 
Release, June 8, 2021) 

18 米国 MSD 医薬品 脱毛症治療
薬プロペシ
ア 

○ 
 

○ 
 

偽造医薬品を
「PROPECIA」「MSD」
等の商標権に基づいて
輸入差止申立 

医薬品ブランドと商標
（ファルマシア 2015 年
6 月） 

19 米国 Allergan 医薬品 眼瞼痙攣治
療薬ボトッ
クス 

○ 
 

○ 
 

偽造医薬品を「ボトック
ス」「BOTOX」等の商標
権に基づいて輸入差止
申立 

医薬品ブランドと商標
（ファルマシア 2015 年
6 月） 

20 米国 IdeaStream 
Consumer 
Products 

収納箱 収納箱 
 

○ ○ 収納箱の形状について、意匠
権だけでなく商標権も取得
している。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 
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# 国・ 
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

21 米国 Kason Industries 金属部品 金属部品 
 

○ ○ 金属部品の形状について、意
匠権だけでなく商標権も取
得している。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 
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（５）アジアの企業 

# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

1 中国 貴州茅台 食料品 白酒 〇 〇 〇 従来は、地域の独特な自然環
境や伝統的な醸造法により
確立したブランド価値を専
ら意匠や商標によって保護
していたが、特許を活用して
品質の安定性を確保 

製品の多面的保護 贵州白酒产业专利发展
现 状  - 中 国 知 网 
(cnki.net) 
［最終アクセス日 2022
年 3 月 10 日］ 

2 韓国 Samsung 家電・電子
部品・電子
製品製造販
売 

  
〇 

 
※Apple との訴訟後に知財ミ
ックスに対する戦略強化等
が考えられる。 

 
A Samsung Display design 
patent reveals a third 
possible foldable form 
factor from Samsung - 
Gizmochina 
［最終アクセス日 2022
年 3 月 10 日］ 

3 韓国 SPIGEN アクセサリ スマホケー
ス 

 
〇 〇 スマホケースの形状につい

て、意匠権だけでなく商標権
も取得している。 

意匠権の存続期間は限
定されているため、半永
久的に存続可能は商標
権で立体商標として製
品の形状を保護してい
る。 

知的財産権ミックス戦
略の分析（知財管理 
2017 年 8 月） 

4 韓国 エスオーエス 
 

哺乳瓶 〇 〇 〇 特許技術だけでなく、優れ
たデザインで商品の価値を
高める 

LED 技術を活用して授
乳用の適温をランプを
表す製品を開発したが
経営が悪化、デザインを
一新させることにより
海外への販路まで開拓。 

Baby laugh 哺乳瓶 
”地域の中小企業を対象
としたデザイン価値の
向上事業の成果が大き
い”韓国特許庁産業財産
経営支援チーム金ウス
ンチーム長報告資料
（2012 年） 

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=NJKJ202011023&uniplatform=NZKPT&v=vDGfaJwZKCy0uAV8EpBpTPsXQjxvrtcMVgRSYnHC4TXOJuayw%25mmd2FHi7N7mZjQ7wBm2
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=NJKJ202011023&uniplatform=NZKPT&v=vDGfaJwZKCy0uAV8EpBpTPsXQjxvrtcMVgRSYnHC4TXOJuayw%25mmd2FHi7N7mZjQ7wBm2
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=NJKJ202011023&uniplatform=NZKPT&v=vDGfaJwZKCy0uAV8EpBpTPsXQjxvrtcMVgRSYnHC4TXOJuayw%25mmd2FHi7N7mZjQ7wBm2
https://www.gizmochina.com/2020/10/13/samsung-display-design-patent-outward-folding-foldable-smartphone/#:%7E:text=Samsung%20Display%20filed%20this%20design%20patent%20in%20September,outward%20folding%20foldable%20smartphone%20with%20dual%20folding%20points.
https://www.gizmochina.com/2020/10/13/samsung-display-design-patent-outward-folding-foldable-smartphone/#:%7E:text=Samsung%20Display%20filed%20this%20design%20patent%20in%20September,outward%20folding%20foldable%20smartphone%20with%20dual%20folding%20points.
https://www.gizmochina.com/2020/10/13/samsung-display-design-patent-outward-folding-foldable-smartphone/#:%7E:text=Samsung%20Display%20filed%20this%20design%20patent%20in%20September,outward%20folding%20foldable%20smartphone%20with%20dual%20folding%20points.
https://www.gizmochina.com/2020/10/13/samsung-display-design-patent-outward-folding-foldable-smartphone/#:%7E:text=Samsung%20Display%20filed%20this%20design%20patent%20in%20September,outward%20folding%20foldable%20smartphone%20with%20dual%20folding%20points.
https://www.gizmochina.com/2020/10/13/samsung-display-design-patent-outward-folding-foldable-smartphone/#:%7E:text=Samsung%20Display%20filed%20this%20design%20patent%20in%20September,outward%20folding%20foldable%20smartphone%20with%20dual%20folding%20points.
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# 国・
地域 

企業名 業種 対象商品・
サービス 

特
許 

意
匠 

商
標 

知財ミックス戦略の内容 戦略の課題・解決策・
効果 

出典 

5 韓国 Dreamus 
Company 

 
デジタルオ
ーディオプ
レーヤー、
電子辞書、
カーナビな
ど 

〇 〇 〇 Embedded Solution というハ
ードウェアやソフトウェア
でオプティマイゼーション
できる力に創設期から持っ
ていたデザイン力を併せて
新たな製品の開発。 

創業者がサムソンから
スピンオフして mp3 プ
レーヤーを生産してい
たが、スマートフォンの
登場により苦境に、持ち
前の技術力と斬新なデ
ザインを併せて新しい
製品開発。 

Astell&Kern デジタルオ
ーディオプレーヤー 
”国内外の成功事例から
見たデザイン-技術融合
の核心戦略セミナー ”
（韓国デザイン振興イ
ン 主 催 ） designdb.com
（2016 年）  
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資料 3 
            ヒアリング調査票 
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【特許庁委託調査研究事業】 

令和 3 年度産業財産権制度問題調査研究 

「顧客価値の創造と競争力強化に資する知財活用方法に関する調査研究」 

ヒアリング調査へのご協力のお願い 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊所では、特許庁からの委託を受け、令和 3 年度産業財産権制度問題調査研究として、

「顧客価値の創造と競争力強化に資する知財活用方法に関する調査研究」を実施していま

す。 

 

近年、欧米においては、企業の市場価値に対する知的財産を始めとする無形資産が占め

る割合が非常に大きく、知財・無形資産 7が競争力の源泉としてより重要な経営資源となっ

ています。一方、日本においては、依然として無形資産への投資よりも有形資産への投資

が重視されていますが、今後、激しい国際競争を勝ち抜いていくためには、日本企業によ

る知財・無形資産の投資、活用を促していくことが急務となっています。また、持続可能

な開発目標（SDGs）やデジタルトランスフォーメーション（DX）等、新たに生じている社

会的な課題に対応するためにも、企業が知財・無形資産に投資、活用することは不可欠で

す。本年 6 月にはコーポレートガバナンス・コードが改訂され、上場企業は知財投資につ

いての開示や取締役会による実効的な監督を行うことが求められます。 

このように、知財・無形資産への投資やその活用、情報開示の必要性が高まっているもの

の、①知財部門と経営層やその他複数の部門との連携が十分に取れていない、②経営層や

投資家・ステークホルダーに対して、知財・無形資産がどのように競争力強化に寄与して

いるのかについて十分に説明ができていない、③将来の企業価値の創造に知財がどのよう

に貢献しうるのかといった観点を踏まえて知財戦略を構築できていない等といった課題を

持つ企業が相当程度存在しています。 

そこで、本調査では、企業の具体的な事業について 

（１）当該事業による社会的・全社的課題への対応シナリオ 

 
7 本調査における知財・無形資産とは、知的財産権のみならず、人的資産、経営理念やブランド、ノウハウ、データ等

も幅広く含めたものと定義しております。 

宛） 
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（２）当該事業における、顧客価値の創造や競争力強化の成功事例・成功要因、又はご計

画 

（３）当該事業における知財・無形資産の役割や貢献度と、知財部門の当該事業への関わ

り方 

（４）当該事業及び関連する知財・無形資産におけるコーポレートガバナンス・コード改

訂等による外部への情報開示の取組状況 

等についてお答えいただける項目や範囲でヒアリングさせていただきたく存じます。 

また、収集させて頂きました事例につきましては、企業経営者の方々の参考になるよ

う、事例集としてとりまとめて公表する予定です。事例集については公開可能な範囲での

公表を予定しており、公表内容に関しては個別にご相談させて頂けますと幸いです。 
 

お忙しいところ誠に恐縮でございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、何卒ご協力

賜りますようお願い申し上げます。 
 

＜本調査研究の推進体制＞ 

特許庁からの委託を受け、金沢工業大学虎ノ門大学院 教授 加藤 浩一郎先生を委員長

とし、国内企業の知財部門や、経営に関わる大学、コンサルティング会社等の各位に委員

をお願いして委員会を設置し、調査の方針や進め方につきまして検討を進めて参りまし

た。 

10 月に開催させて頂きました第 1 回委員会では、調査方針、ヒアリング候補の企業、ヒ

アリング内容等を討議させて頂き、今回のお願いに至りました次第です。 

 

＜ヒアリング調査に関するお願い事項＞ 

  一例として、貴社の「事業名・製品名」における事例につきましてヒアリングを実施さ

せて頂きたいと考えておりますが、貴社のお考えやご都合により、他の対象案件の方がよ

ろしければ、是非ともご提案いただけますと幸いです。 

（１） ヒアリングの実施内容 

上述の調査の目的等に沿って、事例集への掲載を前提に主に＜別紙１＞に示す内容を

可能な範囲でお聞かせ頂ければと考えております。 

（２） ヒアリングの日程調整 

できましたらｘｘｘよりヒアリングをさせて頂きたく、ご都合を伺い調整させて頂き

ます。新型コロナに関わるリスク回避や、在宅勤務をなさっている状況等を鑑み、オ

ンラインでの開催を視野に入れておりますが、ご希望をお知らせ頂けますと幸いで

す。 
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ヒアリングでは、できれば 1～1.5 時間程度のお時間を頂戴したいと考えておりま

す。尚、特許庁職員や本調査研究の委員が同席する場合がございます。ご了解をお願

い致します。 

（３） 経営・事業部門のご担当者のご同席 

＜別紙 1＞の活動におかれましては、関係事業部門やマーケティング部門、経営企画

部門、広報部門等々と連携されておられるかと存じます。知財部門のご担当者ととも

に、連携部門のご担当（少なくともお一方）にご同席頂き、複数の視点からお話をお

伺いできればと存じます。 

（４） 質問票へのご回答のお願い 

事前に＜別紙２＞の質問票に可能な範囲でご回答頂き、ご返信頂けますと幸いです。 

尚、ヒアリング当日は質問票の深掘りを含めて＜別紙３＞に沿ってお話を伺いたく存

じます。 

 

＜情報の取り扱いにつきまして＞ 

ヒアリングさせていただいた内容につきましては、可能な限り社名を含める形で本調

査研究の報告書及び事例集に掲載させて頂きたく存じます。令和 4 年 3 月までに取りま

とめ、4 月以降に特許庁ホームページで公表される予定ですが、事前に内容についてご

確認いただきます。 

 

以上、ご多忙中に恐れ入りますが、貴社のプレゼンス拡大等の場としてのご活用もご検

討頂き、ご意向をお知らせ頂きますようお願い申し上げます。 

ご不明な点等がございましたらご遠慮なくお知らせください。 

敬具 
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＜別紙１＞事例集作成イメージ 
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＜別紙２＞ 事前質問票 (可能な範囲で記入してご返送をお願い致します。) 

貴社名    

ご回答者（ご所属）                   （氏名）                  

 e-mail                       tel.   

【記述式】必要に応じ枠を拡大してご記入ください。1,2 の記入に齟齬があれば修正をお

願いします。 

1 所属企業 ☐ 1. 大企業 ☒ 2. 中小企業（3. を除く）☐ 3. 設立 10 年以内のス

タートアップ 

2  従業員数 ☐ 1. 50 名以下 ☐ 2. 51 名以上、100 名以下 ☐ 3. 101 以上、300 名以

下 

☐ 4. 301 名以上、1000 名以下 ☐ 5. 1001 名以上 

3 知財部員

数 

☐ 1. 10 名以下 ☐ 2. 11 名以上、50 名以下 ☐ 3. 51 名以上、100 名以

下      ☐ 4. 101 名以上 

4 今回ヒアリング可能な事業名や製品名・サービス名 

 

 

 

 

5 4.について開発・事業戦略や開発に至った経緯 

  

 

 

6 4.について開発・製品化における社内連携体制や知財部門の関わり方 

  

 

 

7 4.における顧客への価値提供・差別化のポイントについて 

  

 

 

8 4.における知的財産の活用や役割、注力した点 

 （注：知的財産とは知的財産権のみならず、人的資産、経営理念やブランド、ノ

ウハウ、データ等も幅広く含めております。） 
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9 4.における取組中の課題、解決した苦心点や今後の計画について 

  

 

 

10 4.における知的財産の活用や知財戦略に関する外部への開示状況 

 （注：知的財産とは知的財産権のみならず、人的資産、経営理念やブランド、ノ

ウハウ、データ等も幅広く含めております。） 

 

11 その他 

 （例：特許制度改善の要望や事例集においてアピールされたい点、開示が難しい

点など） 
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＜別紙３＞当日のヒアリング項目       ★：＜別紙２＞と同じ項目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.経営において重視する全社的課題 

（例：リスク管理、CSR、共創・オープンイノベーションの推進、DX の推進等々） 
 

2.経営において重視する社会的課題 

（例：SDGs への貢献、DX への貢献、少子高齢化対策、新型コロナ対策 ） 
 

3.1．2．のステークホルダー（投資家、従業員等）への開示やアピール状況 

（例：有価証券報告書、株主総会、TV コマーシャル、HP 掲載、プレスリリース等） 
 

4.上記 1-3 に関連して今回開示可能な事業名や製品名・サービス名   ★ 

 

5.4.による顧客への価値提供のポイント、顧客に訴求するストーリー等 

 

6.4.の開発戦略、開発着手の経緯等  ★ 
 

7.4.の開発・製品化におけるリーダーシップ及び社内連携体制 ★ 

 

8.4.の成功のポイント・取組中の課題・解決した苦心点  又は 今後の計画 ★ 

 

9.4.における知的財産、知的資産の活用と注力ポイント及びその役割や事業への       

貢献度等 ★ 

 

10.経営における知的財産、知的資産の重要度・重要な役割 
 

11.4.における知的財産の活用や知財戦略に関する外部への開示状況 ★ 

（例：有価証券報告書、株主総会、HP 掲載、プレスリリース等） 
 

12.今後に向けた貴社内の取組課題、知的財産等の制度改善への要望等 

 

13.事例集において特にアピールされたい点、開示が難しい点等 

 

14.その他 



 

 



 

 

 

禁 無 断 転 載 
 

令和３年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 

 

顧客価値の創造と競争力強化に資する 
知財活用方法に関する 

調査研究報告書 
 

令和４年３月 

請負先  一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地 

精興竹橋共同ビル 5 階 

電話  03-5281-5671 

FAX  03-5281-5676 

URL https://www.iip.or.jp 

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp 
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